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１.当機構の経営理念について



独立行政法人福祉医療機構は、福祉の増進と医療の普及向上を目的として設立された独立行政法人です。当機構は平成15年10月に独立
行政法人としてスタートしており、昨年10月に設立10周年を迎えることができました。これもみな福祉医療機構を応援していただきまし
た皆様のおかげとありがたく感謝申しあげます。

福祉医療機構は、経営理念として「民間活動応援宣言」を掲げ、お客さまサービス向上のためお客さま目線と健全性を確保しつつ、地域
の福祉と医療の基盤づくりを推進しております。

このため福祉医療機構では、今後も新たな成長が期待される福祉・医療分野におきまして政策融資金融機関としての役割を担い福祉施設
や医療施設に対する融資をはじめ、これら施設の経営支援、福祉施設で働く方の退職手当共済、心身に障害のある方の扶養保険、ＮＰＯ等
民間団体への助成、年金を受け取られている方への融資、福祉保健医療情報の提供など９事業を一体的に実施することにより、地域の福祉
と医療の基盤づくりの一助となれるよう活動を展開してまいります。また、東日本大震災により被災された地域の事業者等への復興に向け
た支援を引き続き行ってまいります。

こうした取組みの中で、お客さまからお寄せいただいたご意見・ご要望について福祉医療機構として真摯に受け止め、お客さま満足の向
上に努めてまいります。

今後の10年、そしてその先も、国民の皆さまにとって身近で信頼でき、より役立つ組織となるよう、お客さま目線を大切に自己改革に
取り組むとともに「小回りのきく福祉・医療支援の専門店」として、役職員一丸となって業務運営に取り組む所存であります。

当機構の経営理念
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私たちは、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま
満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援します。

１．民間では対応が困難な政策金融やNPOへの助成などにより、福祉と医療の向上を目指します。

２．専門性を磨き、民間活動への支援の質を高め、福祉と医療の向上を目指します。

３．機構の持つ総合力を発揮し、福祉と医療の連携を支援します。

４．公共性、透明性及び自主性を発揮し、コンプライアンスを徹底することにより、健全性を確保します。

５．コスト意識を徹底し、効率的な業務運営を行います。

６．強く明るい職員を目指し、自ら働きがいのある組織として、お客さま満足を追求します。

どうぞよろしくお願い申しあげます。

独立行政法人福祉医療機構
理事長 長野 洋



２.当機構の概要について
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１ 設立
○ 平成15年10月1日
○ 独立行政法人福祉医療機構法を根拠法と

して設立

２ 主務大臣（主務省所管課等）
厚生労働大臣

社会・援護局福祉基盤課
医政局総務課
社会・援護局障害保健福祉部企画課
年金局総務課
労働基準局労災補償部労災保険業務課

福祉医療機構の概要 民間活動応援宣言民間活動応援宣言

福祉医療貸付事業

福祉・医療施設の建築資金や
運営のための資金を融資

心身障害者扶養保険事業
障害のある方が安心した

生活を送るための一助となる相
互扶助による保険

退職手当共済事業

社会福祉施設等でお勤めの方へ
の退職手当金を支給

私たちは、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の
向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求する
ことにより、福祉と医療の民間活動を応援します。

当機構の概要
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労働基準局労災補償部労災保険業務課

３ 資本金
1兆3,018億円（全額政府出資金）
（平成26年4月1日現在）

４ 役職員数
267人
理事長､理事3人､監事2人（うち非常勤1人）

職員261人
（平成26年4月1日現在）

上記の資本金のうち、1兆2,722億円については、
平成18年4月1日に年金資金運用基金の解散に伴い
承継した年金資金住宅融資等の貸付金債権を全額政
府出資金として受け入れたものである。

福祉医療の専門機関として福祉医療の専門機関として
地域力の向上に向け、地域力の向上に向け、

幅広く総合的に応援します幅広く総合的に応援します

福祉保健医療情報ｻｰﾋﾞｽ事業
（WAM NET事業）

福祉医療関連の情報を幅広く発信

年金担保貸付事業等
年金受給権を担保にした

生活上の一時的な資金を融資

社会福祉振興助成事業
助成事業を通じて

地域を支える福祉活動を支援

福祉医療経営指導事業

福祉・医療施設への経営セミナー
や個別経営診断による経営支援



医 療 金 融 公 庫

《行政改革》

○ 福祉貸付事業
○ 退職手当共済事業
○ 心身障害者扶養保険事業 社会福祉・医療事業団

（昭和60年１月設立）
○ 経営指導事業
○ 基金事業
○ WAM NET事業

沿 革

社会福祉事業振興会

（昭和29年設立）

《特殊法人改革》

独立行政法人
福祉医療機構

（平成15年10月設立）

年金福祉事業団
（平成13年４月１日解散）

[事業承継]
○ 年金担保貸付事業

労働福祉事業団
（平成16年４月１日解散）

[事業承継]
○ 労災年金担保貸付事業

年金資金運用基金
（平成18年４月１日解散）

[業務承継]
○ 年金住宅融資等債権管理回収業務
○ 教育資金貸付けあっせん業務

当機構の沿革及び設立目的
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☞ 当機構の目的は、機構法第3条に基づき、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指
導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並び
に医療の普及及び向上を図ることとされております。また、当機構は上記のほか、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度
に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付を行うことを目的としております。

☞ このため、福祉医療の分野では、国及び地方公共団体において、社会福祉施設等の計画的整備、質の高い効率的な医療を提供するための医療制
度改革に即した医療提供体制の構築など、社会保障を支える福祉医療の基盤づくり等、国の施策と連携し多岐にわたる事業を展開しております。

設立目的

医 療 金 融 公 庫

（昭和35年設立）

○ 医療貸付事業

○ WAM NET事業

第1期中期目標期間

15.10～20.3

第2期中期目標期間

20.4～25.3

第3期中期目標期間

25.4～30.3



政府による政策と事業内容

厚 生 労 働 省

【政策目的】

承継教育資金

施設の耐火・耐震化等の安全性の向上

障害者等の自立支援

年金受給者の生活支援

福祉・介護サービスの基盤整備

良質かつ効率的な医療サービスの提供

子育て・保育サービスの基盤整備

共済勘定一般勘定
年金担保

保険勘定
承継債権管理労災年金担保

独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構
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■承継教育資金貸付
けあっせん業務

年金資金運用基金が
行っていた、年金被
保険者に対して、日
本政策金融公庫（旧
国民生活金融公庫）
が行う子弟の教育費
のための融資をあっ
せんする業務を実施

（20年4月から休止）

承継教育資金
貸付けあっせん勘定

■承継年金住宅融資
等債権管理回収業務

年金資金運用基金が
行っていた、年金住
宅等融資にかかる既
往貸付債権の管理・
回収業務を実施

■労災年金担保
貸付事業

労働者災害補償保険
制度に基づく年金の
支払を受けている方
に、医療・介護、住
居、冠婚葬祭などに
必要な資金を融資

■年金担保貸付事業

厚生年金保険又は国
民年金の支払を受け
ている方に、医療・
介護、住居、冠婚葬
祭などに必要な資金
を融資

■心身障害者扶養
保険事業

地方公共団体（都道
府県・指定都市）が
実施している心身障
害者扶養共済制度に
より、その地方公共
団体が加入者に対し
て負う共済責任を当
機構が保険

■退職手当共済事業

社会福祉施設職員等
退職手当共済法の規
定に基づき、社会福
祉法人の経営する社
会福祉施設及び申出
施設等に従事する職
員が退職した場合に、
その職員に対し退職
手当金の支給を実施

■福祉医療貸付事業
社会福祉施設、医療施設等に対して
建築資金や運営のための資金を融資

■福祉医療経営指導事業
融資を通じて蓄積したデータを活用
し、福祉医療施設の安定経営を支援

■福祉保健医療情報サービス事業
（WAM NET事業）

福祉保健医療関連の各種情報を幅広
く総合的に提供

■社会福祉振興助成事業
助成事業を通じて、NPO等が実施す
る地域を支える福祉活動を支援

共済勘定一般勘定
年金担保
貸付勘定

保険勘定
承継債権管理

回収勘定
労災年金担保

貸付勘定

福祉医療機構債券発行勘定
福祉医療機構
債券発行勘定

（注）長寿・子育て・障害者基金勘定は、平成22年11月27日に一般勘定へ統合



３.当機構の業務内容について
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■福祉貸付事業のスキーム■

○民間社会福祉事業施設などの整備、充実を図ります

社会福祉法人による特別養護老人ホームなどの社会福祉事業施設の整備及び民間
事業者による在宅サービス事業等に対して、建築資金等を融資しています。

社会福祉事業施設は、国や地方公共団体による整備費の補助が行われますが、設
置者である社会福祉法人には一定の自己負担が必要になります。

当機構は、この社会福祉法人が負担しなければならない費用に対して融資を行っ
ています。

こうした融資を通じて、国の社会福祉施設整備等の推進に大きな役割を担ってい
ます。

一般勘定（福祉貸付事業）

759 1,274 1,998 1,633 1,917
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高齢者
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児童福祉施設 障害福祉施設

その他 件数（合計）
億円

＜融資実績＞

件

2,538
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1,686

986
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■福祉貸付事業のスキーム■

都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
主
管
課

借

入

申

込

者

① 補助金等の協議

意見書交付願

意見書交付

② 補助金等の内示 ③ 借入申込み

④ 貸付内定通知

⑤ 資金交付申請
（貸付契約書類の提出）

⑥ 貸付契約･抵当権設定等

⑦ 資金の交付

⑧ 事業完成報告

福

祉

医

療

機

構
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16,099 16,519

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度
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＜融資残高・件数＞

件

759 1,274 1,998 1,633 1,917
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一般勘定（医療貸付事業）

○良質な医療・介護サービスの提供を支援します

病院、診療所などの医療関係施設、介護老人保健施設の設置・整備に必要な
建築資金・機械購入資金、経営安定化に必要な運転資金を融資しています。

医療の高度化、疾病構造の変化、少子高齢化の進行等を背景に、医療・介護
の分野は、サービス提供体制の改革が図られています。

医療貸付事業では、こうした施策を推進するため国・都道府県等と連携を図
りながら、医療・介護の基盤整備に即応した融資を行っています。

■医療貸付事業のスキーム■

② 証明書・意見書交付申請 ① 計画概要につき相談
585

1,107
1,031

1,119

1,528180

216 271
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病院 介護老人保健施設

診療所・その他 件数（合計）
億円

＜融資実績＞

1,735
1,485

860

1,375
1,399

件
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③ 証明書・意見書交付 ④ 借入申込み

⑤ 面接・実地調査

⑧ 貸付契約･抵当権設定等

⑨ 資金の交付（初回）

⑪ 抵当権追加設定

⑥ 貸付内定の通知

⑦ 貸付契約関係書類提出

⑩ 融資事業完成報告

⑫ 融資事業完成確認調査

⑬ 資金の交付（最終回）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

17,864 17,321 16,849 16,404 16,352
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＜融資残高・件数＞

件



一般勘定（福祉医療経営指導事業）

○施設の健全経営を支援するため経営診断・指導を行います

社会福祉事業施設及び医療施設の経営の安定及び向上に資するため、集団経営指

導（セミナー）及び特別養護老人ホーム、ケアハウス、保育所、病院、介護老人保

健施設に係る個別経営診断・指導を行っています。

集団経営指導（セミナー）

経営者等を対象に行政担当者、学識経験
者等を講師としてセミナー方式で経営指導

■セミナーのポイント■
政策動向を踏まえた テーマに沿った優良な

個別経営診断・指導

融資業務を通じて蓄積した豊富なデータ
に基づき、各種の経営診断を実施

実地調査を
伴う経営診断

実際に施設へ行き問題点及び
改善策を提示

３か年の決算書等を基に、同種

1,792
2,099 2,110 2,141 2,176

1,629
1,419

1,042
1,104 1,158 

345 154

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

福祉系セミナー受講者数 医療系セミナー受講者数

被災地復興応援企画セミナー

＜経営セミナーの受講者数＞

人

3,4883,5183,421
3,590

3,152

11

政策動向を踏まえた
施設整備のご参考に

テーマに沿った優良な
実践事例を紹介

機構が保有する
経営データを解説

機構融資に関する
質問・相談の受付け

≪セミナー開催風景≫ ≪簡易経営診断サンプル≫

簡易経営診断

経営分析診断
３か年の決算書等を基に、同種
・同規模の施設と比較し診断

１か年の決算書等を基に速やか
に診断

上記２つの診断については平成２６年度に内容のリニューアルを予定

0
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1,179 1,191

479
270 261

94 102

96

105 103

0

500

1,000

1,500

2,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

福祉施設 医療施設

＜経営診断件数＞

件

364375

575

1,2931,273



◆ＷＡＭ ＮＥＴ利用状況◆
（平成25年度末現在）

年間ヒット件数 7,588万件

一般勘定（福祉保健医療情報サービス事業）

○福祉保健医療に関する情報を総合的に提供します

福祉・保健・医療の総合情報サイトＷＡＭ ＮＥＴ（※）は、福祉医療に係る制度・施策、取り組み状況などに
ついて、福祉医療関係者や一般の方に向けてわかりやすく広く提供することで福祉と医療を支援しています。

■障害福祉サービス事業所情報

全国の障害福祉サービス事業所情報。介護・医療

機関の事業者情報はリンクにて案内

■評価情報

社会福祉施設、介護保険地域密着型施設の評価情

■イベント・セミナー情報

全国の福祉・保健・医療に関するイベントやセミ

■行政情報

厚生労働省等のホームページに掲載されている会

議資料等をリンクにて案内

※ワムネット：Ｗelfare Ａnd Ｍedical Ｓervice NETwork System

○WAM NETの主な掲載情報

万件

12

社会福祉施設、介護保険地域密着型施設の評価情

報を案内

全国の福祉・保健・医療に関するイベントやセミ

ナーの開催情報を掲載

■介護支援専門員（ケアマネジャー）関連情報

介護サービスＱ＆Ａの他、ケアマネジャー向けの
情報を集約して提供

■東日本大震災情報

被災地支援を行っている団体の活動内容等を集約

して提供

▲ WAM NET トップページ

■その他

福祉・保健・医療に関する全国のニュースや

制度解説・ハンドブック、取り組み事例の紹介 等

21,610

24,334

20,011

14,384

7,588

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

＜利用状況＞



一般勘定（社会福祉振興助成事業）

○高齢者・障害者が自立した生活を送れるよう、また、子どもたちが健や
かに安心して成長できるよう必要な支援を行います

政策動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細かな
活動等に対し助成を行い、ＮＰＯやボランティア団体等を育成し、その活動を後押しする
ことにより、支え合いと活気のある地域コミュニティの再生をサポートします。

≪助成対象事業の種類≫

[民間福祉活動団体]

事業の仕組み

≪助成事業のスキーム≫

福祉活動支援事業

個々の団体が実施する社会福祉の振興に資する創意個々の団体が実施する社会福祉の振興に資する創意
工夫ある事業工夫ある事業

990
1,031

541

398

296

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

件

＜助成件数＞

13

国

NPO
法人

非営利
任意
団体

社会福祉
法人

財団・
社団法人

等

社会福祉
振興助成費

補助金 資金の流れ

助成金

地域連携活動支援事業

地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携
やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の対象外のやネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の対象外の
ニーズその他地域の様々な福祉のニーズに対応した地ニーズその他地域の様々な福祉のニーズに対応した地
域に密着した事業域に密着した事業

全国的・広域的ネットワーク活動支援事業

全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の
団体が連携やネットワーク化を図り、相互にノウハウ団体が連携やネットワーク化を図り、相互にノウハウ
を共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業を共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業
又は社会福祉施策等を補完若しくは充実させる事業又は社会福祉施策等を補完若しくは充実させる事業

3,358

3,047

2,061
1,834

1,499

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

百万円

0
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

＜助成金額＞



共済勘定（退職手当共済事業）

○社会福祉事業等に従事する職員の確保と定着化を図ります

社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社
会福祉施設等および申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し
退職手当金の支給を行う事業です。

退職手当金の額の計算は、概ね国家公務員に準じています。社会福祉施設等職員
に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者（経営者）」が負担する掛
金と、「国」・「都道府県」の補助金によってまかなわれます。
（申出施設等職員については公費補助はありません）

資金の流れ

書類等の流れ

●退職手当共済事業のスキーム

16,312 16,376 16,466 16,590 16,678

685,012
703,887

719,947
739,329

762,762

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

共済契約者数 被共済職員数 人

＜共済契約者数・被共済職員数＞

人

14

福祉医療機構

ＷＥＬＦＡＲＥ ＡＮＤ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥＷＥＬＦＡＲＥ ＡＮＤ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥ

国・都道府県

契約申込書
退職手当金請求書・退職届

補助金

共済契約掛 金

施設経営者
（共済契約者）

都道府県
社会福祉協議会等

（業務委託先）

職 員
（請求者＝受取人）

退職手当金請求書・退職届

契約申込書
退職手当金請求書・退職届

補助金

退職手当金

書類等の流れ

共済契約

500,00010,000
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

806 793 834
930 942

63,704
62,717 63,374

72,093 71,286

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

＜支給額・支給人員数＞

億円
人



保険勘定（心身障害者扶養保険事業）

○障害のある方に、将来の安心と保障をもたらします

都道府県・指定都市が実施している心身障害者扶養共済制度によって、その地方
公共団体が加入者に対して負う共済責任を当機構が保険する事業です。心身障害者
扶養共済制度とは、障害のある方の保護者が掛金を納付することにより、保護者が
万一死亡したときに障害のある方に終身一定の年金を支給するものです。

この制度は、障害のある方の将来に対する保護者の不安を軽減し、障害のある方
が安定した生活をおくり、福祉の増進が図られることを目的としたもので、親たち
の自らの連帯と相互扶助の精神を基調として生まれたものです。

弔慰金 年金

●心身障害者扶養保険事業のスキーム

85,225 82,260 79,401 76,691 74,074

48,006 49 ,467 50,732 51 ,994 53 ,060

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

加入者数 年金支給人員数

＜加入者数・年金支給人員数＞

人
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障害のある方

（年金管理者）
加入者

（保護者）

福祉医療機構

ＷＥＬＦＡＲＥ ＡＮＤ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥＷＥＬＦＡＲＥ ＡＮＤ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥ

実施主体

都道府県・指定都市
（窓口：福祉事務所等）

弔慰金 年金

国

保険料

保険金

生命保険契約

年金給付金

信託金

金銭信託契約

扶養保険契約 年金・弔慰金保険料

掛金

扶養保険契約（条例）

信託銀行生命保険会社

助成

生命保険契約

資金の流れ

契約関係

0
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

117
119

123
126 128

100

105

110

115

120

125

130

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

億円

＜年金支給額＞



年金担保貸付勘定（年金担保貸付事業）／
労災年金担保貸付勘定（労災年金担保貸付事業）

○年金受給者の生活を支援します
厚生年金保険、国民年金（老齢福祉年金を除く。）または労働者災害補償保険の

年金の支払を受けている方に、保健医療、介護・福祉、住宅改修等、冠婚葬祭など
に必要な資金を融資しています。

なお、平成２２年１２月に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直し
の基本方針」に基づき、貸付限度額の引下げなどにより、年金担保融資を利用され
る方にとって必要な資金をご融資し、無理のないご返済となるようにするため、平
成２３年１２月から年金担保融資制度の取扱いを変更しています。

③借入申込①借入申込 ②借入申込 ④受給権確認

●年金担保貸付事業のスキーム
1,868 1,792

1,459 1,236 1,157

50 45

36
30

27

213,087 211,920

183,465
169,637

159,793

3,731 3,441 2,969 2,617 2,409

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

金額（年金担保） 金額（労災年金担保）

件数（年金担保） 件数（労災年金担保）

＜融資実績、件数＞

億円 件
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（年金を満額受領
し一定額を回収
元利金に充当）

⑦年金の支払い

③借入申込
審査･報告

①借入申込
受付

統
括
店

厚
生
労
働
省
・
日
本
年
金
機
構

取
扱
店
舗

福
祉
医
療
機
構

借
入
申
込
者

⑤貸付実行
（貸付金の振込み）

②借入申込
報告

④受給権確認

⑤資金交付

⑧返済剰余金
の交付

⑨完済通知書
の送付

⑨完済剰余金
送金

⑨契約書返還

年金証書返還

⑨完済通知書
の送付

⑨完済剰余金
送金

⑥担保設定

00
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1,863 1,903
1,793

1,589 1,493

50 48
44
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34

347,873 357,689 361,484 358,898 351,067

6,166 6,034 5,844 5,620 5,323

0
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＜融資残高、件数＞

億円 件



＜当機構が承継した債権管理回収業務＞

1.年金住宅資金貸付に係る債権の

管理回収業務

2.福祉施設設置整備資金貸付

（社宅・療養施設・厚生施設・分譲住宅等）

に係る債権の管理回収業務

3.年金担保貸付に係る債権の管理回収業務

＜年金住宅融資等債権残高・件数＞

承継債権管理回収勘定（承継年金住宅融資等債権管理回収業務）

○年金住宅融資等債権の管理・回収を行います

平成１８年４月１日をもって解散した年金資金運用基金が行っていた年金住宅融
資等債権の管理・回収業務を、当機構が承継したものであり、当該業務により回収
された回収金は、年金特別会計への納付により年金給付の財源となることを踏まえ、
適正な業務実施に努めてまいります。

なお、年金資金運用基金の解散に伴い平成１７年１月末をもって新規融資の受付
を停止しています。

【福祉施設設置整備資金貸付】

事業主等

返済

受託金融機関

回金

●承継年金住宅融資等債権管理回収業務のスキーム

60035,000 

融資残高 件数 千件億円
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＜平成25年度分の年金特別会計への納付金＞

○元本償還分 １，７９０億円

○利息分等 ４１２億円

合 計 ２，２０２億円

【年金住宅資金貸付（転貸融資）】

【年金住宅資金貸付（併せ貸し）】

福
祉
医
療
機
構

事業主等

被保険者

被保険者

再受託

金融機関

住宅金融支援機構

沖縄振興開発金融公庫

受託金融機関

受託金融機関

返済 返済

返済

回金事業主

転貸法人

回金

20,503 
17,355 

14,891 12,736 10,937 
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○日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）・沖縄振興開発金融公庫が行う「国の教育ローン
（年金教育貸付：一定の要件を満たす厚生年金保険又は国民年金の被保険者の子弟等の教育
に必要な資金の融資）」の申込受付、あっせん、資金交付を行います

平成18年４月１日をもって解散した年金資金運用基金が行っていた教育資金貸付けあっせん業務を、
当機構が承継したものです。

なお、承継教育資金貸付けあっせん業務は、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日
閣議決定）に基づき、平成20年度から業務を休止しています。

●承継教育資金貸付けあっせん業務のスキーム

承継教育資金貸付けあっせん勘定（承継教育資金貸付けあっせん業務）
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・申込要件の確認
・資金交付



４.東日本大震災への対応等について

３．当機構の業務内容について

19



福祉医療貸付事業

①① 被災されたお客さまへの迅速な対応（特別相談窓口（電話）の設置、災害復旧貸付等の実施）被災されたお客さまへの迅速な対応（特別相談窓口（電話）の設置、災害復旧貸付等の実施）

無利子貸付の実施 償還期間の延長 返済猶予・返済期限の延長

金利の減免等融資率の引上げ 無担保貸付の拡大

災害復旧資金 二重ローン対策

東日本大震災への迅速・継続的な対応

20

②② 東日本大震災に係る「福祉貸付・医療貸付」災害復旧資金融資執行状況東日本大震災に係る「福祉貸付・医療貸付」災害復旧資金融資執行状況（平成（平成2525年度実績）年度実績）

（単位：百万円）

区区 分分
受受 理理 契契 約約 資金交付資金交付

件件 数数 金金 額額 件件 数数 金金 額額 件件 数数 金金 額額

福祉貸付事業 50 16,984 43 10,719 69 10,296

医療貸付事業 52 19,414 63 15,993 94 12,921

合 計 102 36,398 106 26,711 163 23,217



５.中期目標・中期計画・年度計画の概要について

４．中期目標・中期計画の概要について
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本資料に掲載している内容は、当機構が概要版として作成したものです。詳細につきましては、当機構ホームページ
（ http://hp.wam.go.jp/koukai/keikaku/tabid/117/Default.aspx ）をご参照ください。



機構に期待される社会的使命を効率性、有効性を持って果たしていくために、第３期中期目標期間においては、機構におい
て最適なガバナンスの更なる高度化を図るとともに、引き続き、「専門性の向上」と「業務間の連携強化」を図り、小回りの
きく福祉、医療を支援する専門店として、次のような取組みを実施することとする。

福祉福祉貸付事業・医療貸付貸付事業・医療貸付事業事業

☞政策優先度に即した融資の展開
・民業補完を徹底しつつ融資対象
の重点化及び融資枠の確保

・東日本大震災への対応
☞融資相談の強化
☞併せ貸しの普及

心身障害者扶養保険事業心身障害者扶養保険事業

福祉医療福祉医療貸付貸付事業（債権管理）事業（債権管理）

☞貸出条件緩和措置による経営支援
☞貸付先へのフォローアップ調査

福祉医療経営指導事業福祉医療経営指導事業

☞重点化したセミナーの開催
☞経営ノウハウの民間普及

社会福祉振興助成事業社会福祉振興助成事業

☞国が示すテーマに重点化した募集
☞透明公正な助成の実施・事後評価

退職手当共済事業退職手当共済事業

☞事務処理の効率化
☞届出書類の電子化及び簡素化

年金担保・労災年金担保貸付事業年金担保・労災年金担保貸付事業

第３期中期目標・中期計画の概要
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第３期中期目標・計画第３期中期目標・計画
（（ H25.4H25.4～～H30.3H30.3））

☞財政状況の検証・公表
☞ベンチマーク収益率の確保

福祉保健医療情報ｻｰﾋﾞｽ事業福祉保健医療情報ｻｰﾋﾞｽ事業(WAMNET(WAMNET))
☞基幹的な福祉医療情報の重点的提供

☞効率的なシステム運用

☞国が立案する計画に従った業務運営

☞無理のない返済に配慮した審査等の実施

承継年金住宅融資等債権管理回収業務承継年金住宅融資等債権管理回収業務

☞業務終了時期を見据えた適正な
☞業務実施

効率的かつ効果的な業務運営体制の整備効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

☞業務運営体制の継続的見直し
☞業務間連携の強化

業務管理（リスク管理）の充実業務管理（リスク管理）の充実

☞ガバナンスの更なる高度化
☞情報セキュリティ対策の推進

業務・システムの効率化と情報化の推進業務・システムの効率化と情報化の推進

☞システムの継続的改善・経費節減
☞情報化推進体制の強化

経費の節減経費の節減

☞随意契約の適正化
☞一般管理費・業務経費の節減

財務内容の改善に関する事項財務内容の改善に関する事項

☞自己収入の確保
☞不要財産の処分

人事に関する事項人事に関する事項

☞組織編制及び人員配置の見直し
☞各種研修の実施（職員の資質向上）



独立行政法人制度においては、法人の主務大臣が独立行政法人の性格に応じた業務運営の効率化や行政サービスの向上等に関す
る「中期目標」を設定し、これを受けた法人の長は中期目標を達成するための「中期計画」を作成し、主務大臣の認可を得ること
となっています。第３期中期目標及び中期計画の概要は次のとおりです。

中 期 目 標 （ 主 な 事 項 ） 中 期 計 画 （ 主 な 事 項 ）

第１ 中期目標の期間５年（平成25年4月1日から平成30年3月31日まで）

第２ 法人全体の業務運営の改善に関する事項 第１ 法人全体の業務運営の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 １ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

○ 業務運営体制を継続的に見直すこと。 ○ 業務運営体制を継続的に見直す。

○ 経営企画会議等の効率的かつ効果的な運営を図る。

○ 業務間の連携を強化する。

２ 業務管理（リスク管理）の充実 ２ 業務管理（リスク管理）の充実

○ 効率的かつ効果的な業務運営を行うとともに、ガバナンスの更なる高度化を図ること。 ○ ガバナンスの更なる高度化等によりリスクの抑制に努める。

第３期中期目標・中期計画の主な事項
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○ 内部統制の更なる充実・強化を図ること。

○ 政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進すること。

○ 内部統制の更なる充実・強化を図る。

○ 政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進する。

○ 業務改善の推進及び事務リスクの抑制を図る。

第３ 業務運営の効率化に関する事項 第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 業務・システムの効率化と情報化の推進 １ 業務・システムの効率化と情報化の推進

○ 業務・システム最適化計画を着実に実施し、経費の節減を図ること。

○ システム等の継続的な改善に努めること。

○ 情報化の進展に機動的かつ的確に対応すること。

○ 業務・システム最適化計画を着実に実施し、経費の節減を図る。

○ 情報化推進計画を策定し、システム等の継続的な改善を図る。

○ 情報管理担当部署の専門性の向上を図る。

○ 職員のＩＴ技能の習得を推進する。

２ 経費の節減 ２ 経費の節減

○ 随意契約については「随意契約等見直し計画」を踏まえ、一般競争入札の推進や契約

の見直し等を行うこと。

○ 平成２４年度と比べて一般管理費は１５％程度、業務経費は５％程度の額を節減する

こと（いずれも人件費を除く）。

○ 総人件費については、政府における総人件費の取組を踏まえ厳しく見直すとともに、

機構の給与水準について検証を行い、検証結果等について公表すること。

○ 随意契約については「随意契約等見直し計画」を踏まえ、一般競争入札の推進や契約

の見直し等を行う。

○ 平成２４年度と比べて一般管理費は１５％程度、業務経費は５％程度の額を節減する

（いずれも人件費を除く）。

○ 総人件費については、政府における総人件費の取組を踏まえ厳しく見直すとともに、

機構の給与水準について検証を行い、検証結果等について公表する。



中 期 目 標 （ 主 な 事 項 ） 中 期 計 画 （ 主 な 事 項 ）

第４ 業務の質の向上に関する事項 第３ 業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） １ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業）

○ 政策優先度に即して効果的かつ効率的な政策融資を実施すること。
○ 政策融資の役割を踏まえ、民業補完の徹底、融資対象の重点化等により、増大する利

用者ニーズへの対応を図ること。特に、東日本大震災で被災した社会福祉施設等に対し、
引き続き復旧・復興資金等の優遇融資を実施すること。

○ 事業者の施設整備等に関する相談等を適切に実施すること。

○ 社会福祉施設に関するノウハウ等を民間金融機関に提供するとともに、併せ貸しの一
層の普及に努めること。

○ 審査業務及び資金交付業務について、利用者サービスの向上を図ること。

○ 融資方針に基づき事業を実施する。
○ 政策融資の役割を踏まえ、民業補完の徹底、融資対象の重点化等により、増大する利

用者ニーズへの対応を図る。特に、東日本大震災で被災した社会福祉施設等に対し、
引き続き復旧・復興資金等の優遇融資を実施する。

○ 手続きの簡素化を促進するとともに、福祉施設の整備計画の早期段階から融資相談等
に応じ、必要な提案、助言等を行う。

○ 社会福祉施設に関するノウハウ等を民間金融機関に対し積極的に提供する。
○ 併せ貸しの利用が進んでいない事業についての要因を分析し、周知を図る。
○ 協調融資金融機関数を受託金融機関数の９５％以上（３４０機関）まで拡大する。
○ 審査業務の平均処理期間３０日以内を維持する。
○ 資金交付の平均処理期間１５営業日以内を維持する。

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） ２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業）
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２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） ２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業）

○ 政策優先度に即して効果的かつ効率的な政策融資を実施すること。
○ 政策融資の役割を踏まえ、民業補完の徹底、融資対象の重点化等により、増大する利

用者ニーズへの対応を図ること。特に、東日本大震災で被災した医療関係施設等に対し、
引き続き復旧資金等の優遇融資を実施すること。

○ 事業者の施設整備等に関する相談等を適切に実施すること。

○ 医療関係施設に関するノウハウ等を民間金融機関に提供すること。
○ 審査業務及び資金交付業務について、利用者サービスの向上を図ること。

○ 病院機能や経営状況についての第三者評価結果を融資審査に活用すること。

○ ガイドラインに基づき事業を実施する。
○ 政策融資の役割を踏まえ、民業補完の徹底、融資対象の重点化等により、増大する利

用者ニーズへの対応を図る。特に、東日本大震災で被災した医療関係施設等に対し、
引き続き復旧資金等の優遇融資を実施する。

○ 手続きの簡素化を促進するとともに、医療施設の整備計画の早期段階から融資相談等
に応じ、必要な提案、助言等を行う。

○ 医療関係施設に関するノウハウ等を民間金融機関に対し積極的に提供する。
○ 審査業務の平均処理期間３０日以内を維持する。
○ 資金交付の平均処理期間１５営業日以内を維持する。
○ 病院機能や経営状況についての第三者評価結果を融資審査に活用する。

３ 福祉医療貸付事業（債権管理） ３ 福祉医療貸付事業（債権管理）

○ 継続的に貸付先のフォローアップ調査を実施するとともに、債権区分別に適切な管理
を行うこと。

○ 福祉医療経営指導事業等との連携強化により債権悪化の未然防止に取組むこと。
○ リスク管理債権に対する態勢の強化を図ること。
○ 政策融資の役割を踏まえ、経営が悪化した貸付先等に対して、貸出条件緩和等の措置

を講じ、地域における民間の社会福祉施設及び医療施設等の経営を支援すること。
○ き損する可能性が高い債権の管理の徹底を図ること。

○ 継続的に貸付先のフォローアップ調査を実施するとともに、債権区分別に適切な管理
を行う。

○ 福祉医療経営指導事業等との連携強化により債権悪化の未然防止に取組む。
○ リスク管理債権に対する態勢の強化を図る。
○ 政策融資の役割を踏まえ、経営が悪化した貸付先等に対して、貸出条件緩和等の措置

を講じ、地域における民間の社会福祉施設及び医療施設等の経営を支援する。
○ き損する可能性が高い債権の管理の徹底を図る。



中 期 目 標 （ 主 な 事 項 ） 中 期 計 画 （ 主 な 事 項 ）

４ 福祉医療経営指導事業 ４ 福祉医療経営指導事業

○ 集団経営指導については、施設の健全経営のために必要な情報を広く施設経営者等に

提供すること。

○ 病院等の経営指導のノウハウを民間金融機関等へ普及すること。

○ 顧客等のニーズを踏まえ施設経営を支援するための情報の収集・分析・提供の充実強

化に努めるとともに、新規の施設種別に係る経営指標や診断メニューを策定すること。

○ 福祉医療貸付事業の債権管理業務と連携し、経営が悪化した施設等に対する経営支援

に努めること。

○ 運営費交付金縮減の観点から、自己収入の拡大に努めること。

○ １セミナーあたりの平均受講者数を１８０人以上とし、受講者にとっての有用度を平

均８０％以上とする。

○ 病院等の経営ノウハウを民間金融機関等に普及するため、民間金融機関向けセミナー

等を開催する。

○ 顧客等のニーズを踏まえ施設経営を支援するための情報の収集・分析・提供の充実強

化に努め、新規の施設種別に係る経営指標や診断手法の策定等を段階的に実施する。

○ 個別経営診断については、福祉医療貸付業務や債権管理業務と連携しつつ、経営が悪

化した施設等に対する診断等の充実を目指し、延べ診断件数１，４００件以上の実施に

努め、利用者にとっての有用度を平均８０％以上とする。

○ 経営分析診断の平均処理期間を５０日以内とする。

○ 運営費交付金縮減の観点から、実費相当額を上回る自己収入を確保する。

５ 社会福祉振興助成事業 ５ 社会福祉振興助成事業
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○ 助成事業の募集に当たっては、国が示すテーマに重点化し、毎年度、助成方針を定め

公表すること。

○ 助成事業の選定については、公正性、客観性及び透明性の一層の確保を図り、また事

業の固定化回避に努めること。

○ 評価方針を定め事後評価を実施し、事後評価の結果を選定方針の改正等に適正に反映

すること。

○ 助成先団体が行う事業の発展・充実に繋がるよう、適切な相談・助言に努めること。

○ 事後評価の結果を踏まえ、事業効果の高い事業等の周知とその効果的な普及を推進す

ること。

○ 助成事業の募集に当たっては、国が示すテーマについて国と協議し、毎年度、募集要

領等に明記し、公表する。

○ 助成事業の選定については、外部有識者からなる社会福祉振興助成事業審査・評価委

員会において選定方針を策定し、公表するとともに、当該選定方針に基づき審査・採択

する。

○ 全助成件数の８０％以上が特定非営利活動法人、非営利の任意団体が行う事業とする。

○ 交付決定までの平均処理期間を３０日以内とする。

○ 事後評価方針を定め、事後評価を実施し、事後評価結果については、選定方針の改正

等に適正に反映する。

○ 助成先団体等に対して、計画段階から助成後まで継続的な相談・助言に努める。

○ 助成先への助言等を通じ、新たに他団体等との連携等の効果があった事業を８５％以

上とする。

○ 利用者の満足度を８０％以上とする。

○ 助成事業報告会を開催し、参加者の満足度を８０％以上とする。



中 期 目 標 （ 主 な 事 項 ） 中 期 計 画 （ 主 な 事 項 ）

６ 退職手当共済事業 ６ 退職手当共済事業

○ 給付までの平均処理期間の短縮を図ること。
○ 利用者の手続き面での利便性の向上及び負担の軽減に努めること。

○ 業務委託先との連携の在り方を踏まえ、事務効率化を図ること。

○ 退職手当共済事業の動向を分析し、制度の安定的な運営を図る。
○ 給付までの平均処理期間を５０日以内とする。
○ 利用者の意向を踏まえ、提出書類の電子化及び簡素化等を推進する。
○ 新規加入法人のうち、当年度中に電子届出システムの利用申請を行う割合を５０％以

上とする。
○ 業務委託先に対する業務指導の徹底し、事務効率化を図る。

７ 心身障害者扶養保険事業 ７ 心身障害者扶養保険事業

○ 国・地方公共団体による財政支援措置を踏まえ、安全かつ効率的な運用を行うこと。
○ 毎年度、事業の財政状況を検証するとともに、加入者等に対し公表すること。
○ 厚労大臣が定める運用利回りを確保するため、基本ポートフォリオを定め、管理を行

うこと。
○ 事務処理を適切に行うため、地方公共団と連携を図ること。

○ 毎年度、事業の財政状況を検証するとともに、加入者等に対し公表する。
○ 厚労大臣が定める運用利回りを確保するため、基本ポートフォリオを心身障害者扶養

保険資産運用委員会において策定し、管理を行う。
○ 事務担当者会議を開催する。

８ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） ８ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）
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８ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） ８ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）

○ 基幹的な福祉医療情報を重点的に提供するとともに、提供する情報の質の向上に努め

ること。

○ 福祉保健医療施策を支援するためにＷＡＭ ＮＥＴの活用を図ること。

○ 運営費交付金縮減の観点から、自己収入の拡大に努めること。

○ 基幹的な福祉医療情報を重点的に提供するとともに、提供する情報の質の向上に努め、

年間ヒット件数を７，０００万件以上、利用者満足度指数を９０％以上とする。

○ 福祉保健医療施策を支援するためにＷＡＭ ＮＥＴの活用を図る。

○ 運営費交付金縮減の観点から、自己収入の拡大に努める。

９ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 ９ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

○ 業務運営コストを分析し、貸付金利水準に適切に反映することにより、安定的で効率

的な業務運営に努めること。

○ 業務運営に当たっては、見直しの基本方針に基づいて、国において立案される計画に

従って適切な措置を講じること。

○ 年金受給者にとって無理のない返済となるよう配慮した運用に努めること。

○ 制度の周知を図るとともに、受託金融機関の窓口等における利用者への適切な対応に

努めること。

○ 業務運営コストを分析し、貸付金利水準に適切に反映することにより、安定的で効率

的な業務運営に努める。

○ 業務運営に当たっては、見直しの基本方針に基づいて、国において立案される計画に

従って適切な措置を講じる。

○ 年金受給者にとって無理のない返済となるよう配慮した運用に努める。

○ 制度の周知を図るとともに、受託金融機関の窓口等における利用者への適切な対応に

努めるため、受託金融機関事務打合せ会議等により周知徹底に努める。

（注）見直しの基本方針とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）のことである。



中 期 目 標 （ 主 な 事 項 ） 中 期 計 画 （ 主 な 事 項 ）

１０承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務 １０承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務

［承継年金住宅融資等債権管理回収業務］

○ 当該業務終了の時期を見据え、適正な業務実施に努めること。

○ 貸付先の財務状況等の把握等を適時に行うことにより、適切な債権管理に努めること。

○ 延滞債権の発生の抑制に努めること。

○ 延滞債権について、早期の債権回収に努めること。

［承継教育資金貸付けあっせん業務］

○ 独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、業務を

休止すること。

［承継年金住宅融資等債権管理回収業務］

○ 当該業務終了の時期を見据え、適正な業務実施に努める。

○ 貸付先の財務状況等の把握等を適時に行うことにより、適切な債権管理に努める。

○ 延滞債権の発生の抑制に努める。

○ 延滞債権について、早期の債権回収に努める。

［承継教育資金貸付けあっせん業務］

○ 独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、業務を

休止する。
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中 期 目 標 （ 主 な 事 項 ） 中 期 計 画 （ 主 な 事 項 ）

第５ 財務内容の改善に関する事項 第４ 予算、収支計画及び資金計画

１ 運営費交付金以外の収入の確保 １ 予算

○ 運営費交付金を充当して行う事業について、自己収入の確保に努めること。 ２ 収支計画

３ 資金計画

２ 自己資金調達による貸付原資の確保 第５ 短期借入金の限度額（１１７，４００百万円）

○ 福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、債権の発行等による資金調達を適

切に行うこと。

３ 資産の有効活用
第６ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該

財産の処分に関する計画

○ 将来にわたり業務を確実に実施する上で必要なくなったと認められる財産（不要財

産）を速やかに国庫納付すること。

○ 不要財産を国庫納付する。（職員宿舎、業務廃止後の年金担保貸付勘定及び労災年金

担保貸付勘定に係る政府出資金等）
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産）を速やかに国庫納付すること。 担保貸付勘定に係る政府出資金等）

第７ 第６の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、

その計画

なし

第８ 剰余金の使途

○ 業務改善にかかる支出のための原資

○ 職員の資質向上のための研修等の財源



中 期 目 標 （ 主 な 事 項 ） 中 期 計 画 （ 主 な 事 項 ）

第６ その他業務運営に関する重要事項 第９ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

人事に関する事項 １ 職員の人事に関する計画

○ 組織編成及び人員配置を実情に応じて見直すこと。

○ 人事評価制度の運用や人材の育成により、士気及び専門性の高い組織運営に努めるこ

と。

（１）方針

○ 組織編成及び人員配置を実情に即して見直す。

○ 人事評価制度の適正な運用を行い、士気の高い組織運営に努める。

○ 担当業務に必要な知識・技術の習得、職員の能力開発等を目的として各種研修を実施

するとともに、引き続き外部との人事交流を行う。

（２）人員に係る指標

○ 期末の常勤職員数を期初の常勤職員数（２９９人）の１００％以内とする。

２ 施設及び設備に関する計画

なし
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なし

３ 積立金の処分に関する事項

○ 積立金のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額について、独立行政法人福祉医療機構

法第12条第1項に定める業務の財源に充てる。



平成26年度計画の概要

福祉貸付事業・医療貸付事業福祉貸付事業・医療貸付事業

・政策融資の果たすべき役割を踏まえた（民業
補完の徹底、融資対象の重点化等）増大する
ニーズへの対応

・民間金融機関と協調した融資の推進
① 民間金融機関へのノウハウ等の積極的提供
② 併せ貸しの一層の拡大及び併せ貸しの利用

が進んでいない児童福祉事業、障害者福祉
事業にかかる要因分析結果に基づく必要な
方策の検討

・東日本大震災への対応
東日本大震災で被災した社会福祉施設及び

医療関係施設等に対する、復旧・復興資金等
の優遇融資の実施

福祉医療貸付事業（債権管理）福祉医療貸付事業（債権管理）

・融資後の事業の状況や財務の状況等を把握
するためのフォローアップ調査の実施

福祉医療経営指導事業福祉医療経営指導事業

・機構の独自性を発揮したセミナーの開催
・情報提供等ノウハウの普及
・社会福祉法人の高度化に向けた取り組みの実施

心身障害者扶養保険事業心身障害者扶養保険事業
・事業の安定的な運営を図り、年金給付を確実に

行うための財政状況の検証
・地方公共団体と相互の連携を図り、事務処理を

適切に実施

福祉保健医療情報ｻｰﾋﾞｽ事業福祉保健医療情報ｻｰﾋﾞｽ事業(WAMNET)(WAMNET)

・基幹的な福祉医療情報の重点的提供
・ＷＡＭＮＥＴ活用による福祉保健医療施策及び

機構業務の効率的実施

社会福祉振興助成事業社会福祉振興助成事業

・国が示すテーマに重点化した助成事業による
ＮＰＯ等への支援実施

・助成先団体の相談支援及びガバナンス強化支援

年金担保・労災年金担保貸付事業年金担保・労災年金担保貸付事業
・国の計画立案に必要な基礎資料の提供
・事業廃止に向けた事業規模縮小にかかる制度変

更のための必要な処理の実施
・無理のない返済に配慮した審査等の実施
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の優遇融資の実施

・融資相談の強化
事業計画の早い段階からの的確な融資相談

等の実施及び審査処理日数の維持

退職手当共済事業退職手当共済事業

・届出システムの操作性向上、事務処理の簡素化
による利用者の事務負担の軽減

・委託業務のあり方を見直し事務機能を強化

・無理のない返済に配慮した審査等の実施

承継年金住宅融資等債権管理回収業務承継年金住宅融資等債権管理回収業務

・業務終了時期を見据えた業務運営の実施

業務・システムの効率化と情報化の推進業務・システムの効率化と情報化の推進

・業務・システム最適化計画に基づく経費の
節減

・情報化推進計画に基づくシステム等改善

経費の節減経費の節減

・随意契約の適正化推進
・一般管理費及び業務経費の節減

（いずれも人件費を除く）

財務内容の改善に関する事項財務内容の改善に関する事項

・不要財産の国庫納付推進

人事に関する事項人事に関する事項
・組織編制、人員配置及び組織の活性化
・人事評価制度の適正な運用
・各種研修実施
・期末職員数を期初の100％以内

効率的かつ効果的な業務運営体制の整備効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

・業務運営体制の見直し
・経営企画会議等の効率的かつ効果的運営
・業務間連携強化による業務の効率的運営

業務管理（リスク管理）の充実業務管理（リスク管理）の充実
・監査機能及びリスク管理機能等の強化
・新たなガバナンス態勢の構築
・ガバナンスの更なる高度化
・情報セキュリティ対策の強化



６.独立行政法人評価委員会評価について

５．独立行政法人評価委員会評価について
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福祉医療の施設整備を支援福祉医療の施設整備を支援((長期･固定･低利長期･固定･低利)) 安定的な経営を支援安定的な経営を支援 NPONPO等の活動支援等の活動支援､､障害者･高齢者の生活支援障害者･高齢者の生活支援

心身障害者扶養保険事業心身障害者扶養保険事業【【ＡＡ】】

年金担保貸付事業等年金担保貸付事業等【【ＡＡ】】

○財務状況を検証し加入者等に公表
○運用利回り6.00％

○事業廃止にかかる更なる制度変
更につき国と調整
○返済条件の変更1,206件

○ＮＰＯ等への助成81.8%
○利用者満足度 95.5%

福祉貸付事業福祉貸付事業【【SS】】

○東日本大震災対応 50件172億円
○介護基盤の整備 468件2,317億円
○保育所等の整備 460件378億円

・貸付契約額、資金・貸付契約額、資金
交付額ともに過去交付額ともに過去
最高額を更新最高額を更新

退職手当共済事業退職手当共済事業【【SS】】

○平成25年度支給状況
約7万1千人、約942億円

○退職給付の平均処理期間 34.3日
○電子届出システム利用率 85％

福祉保健医療情報サービス事業福祉保健医療情報サービス事業
（（WAMWAM NETNET事業）事業） 【【ＡＡ】】

福祉医療経営指導事業福祉医療経営指導事業【【ＡＡ】】

○1セミナーあたり238.1人受講
○個別経営診断364件実施

医療貸付事業医療貸付事業【【SS】】

債権管理債権管理【【SS】】
・貸付債権の適正な・貸付債権の適正な

社会福祉振興助成事業社会福祉振興助成事業【【ＡＡ】】

○東日本大震災対応 48件194億円
○耐震化整備事業 55件1,262億円

・貸付契約額は対前・貸付契約額は対前
年度比年度比116.8116.8％と％と
なり、前年度を上なり、前年度を上
回る実績回る実績

・事後評価、フォロー・事後評価、フォロー
アップ調査の実施にアップ調査の実施に
より助成先を継続的より助成先を継続的
に支援に支援

・繰越欠損金・繰越欠損金2727億円億円
減少減少

・必要な資金を無理・必要な資金を無理
のない返済となるのない返済となる
よう融資よう融資
・利用者の生活の安・利用者の生活の安
定支援定支援

・民間金融機関に対・民間金融機関に対
する研修会開催等、する研修会開催等、
経営指導ノウハウ経営指導ノウハウ
の民間普及を促進の民間普及を促進

・新規加入法人の・新規加入法人の
システム利用申請率システム利用申請率
55.055.0％％
・電子届出システム改・電子届出システム改
善を図るなど、利用善を図るなど、利用
者サービスを向上者サービスを向上

・利用者ニーズに対応・利用者ニーズに対応

平成25年度業務実績評価について（概要）
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効率的かつ効果的な業務効率的かつ効果的な業務
運営体制の整備運営体制の整備【【SS】】

○金融庁検査等の導入及び
社会福祉法人の経営高度
化等に向けた組織体制を
整備

・理事長によるトップマネ・理事長によるトップマネ
ジメントが有効に機能ジメントが有効に機能

○ガバナンス高度化推進室
を設置し、新ガバナンス
態勢を構築

○QMSによる業務改善

○ＣＩＯを中心に業務・
システム最適化計画を
実施

・システム最適化を推進・システム最適化を推進
し、安定した業務の質し、安定した業務の質
を確保を確保
・情報化推進体制を強化・情報化推進体制を強化

○H24決算比
・一般管理費▲11.5％
・業務経費▲43.9％

○ラスパイレス指数
101.0ポイント

○財投機関債の発行等によ
る円滑な資金調達

○不要財産の国庫納付に向
けた取組みを着実に実施

・「事務･事業の見直しの・「事務･事業の見直しの
基本方針」を着実に実施基本方針」を着実に実施

○専門家を招いた研修等に
よる人材の育成及び専門
性の向上

○期初の常勤職員数100％
以内を達成

・人事評価制度の適正な・人事評価制度の適正な
運用運用

・ガバナンス委員会、統括・ガバナンス委員会、統括
管理責任部署の設置、規管理責任部署の設置、規
程等の整備等程等の整備等

業務管理（リスク管理）業務管理（リスク管理）
の充実の充実【【SS】】

業務・システムの効率化業務・システムの効率化
と情報化の推進と情報化の推進【【ＡＡ】】

経費の節減経費の節減【【ＡＡ】】 財務内容の改善に関する財務内容の改善に関する
事項事項【【ＡＡ】】

人事に関する事項人事に関する事項【【ＡＡ】】

承継年金住宅融資等債権管理回収業務等承継年金住宅融資等債権管理回収業務等【【ＡＡ】】

・回収元利金・回収元利金2,2032,203
億円は億円はH26.7H26.7国庫国庫
納付納付

○返済条件の変更1,206件

○適切な管理、着実な回収を実施
○返済条件の変更420件

（（WAMWAM NETNET事業）事業） 【【ＡＡ】】

○ヒット件数 7,588万件
○利用者満足度指数90.4％

債権管理債権管理【【SS】】

○貸出条件緩和等に積極的に対応
103貸付先、144資金

○債権の分析・評価によるリスク
管理手法の更なる充実・強化

・貸付債権の適正な・貸付債権の適正な
管理により、リス管理により、リス
ク管理債権比率はク管理債権比率は
2.40%2.40%となり、となり、
大幅に改善大幅に改善

定支援定支援・利用者ニーズに対応・利用者ニーズに対応
したコンテンツの提したコンテンツの提
供等により、利用者供等により、利用者
の利便性向上の利便性向上

適切な業務運営のための組織・予算適切な業務運営のための組織・予算

・随意契約等見直し計画・随意契約等見直し計画
を達成を達成



平成25年度業務実績評価について

評 価 項 目 厚生労働省独立行政法人評価委員会による業務実績評価

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 S（4.57）

国の政策や福祉医療に係る経営環境が変化する中で福祉医療に係る事業の健全な発展
を総合的に支援するため、業務運営体制について継続的に見直しを行っており、また、
東日本大震災への対応については、昨年度に引き続き、総力を挙げて支援に努めてい
るなど、中期計画で定めた取組を大幅に上回る実績をあげていることが認められ、高
く評価する。

２ 業務管理（リスク管理）の充実 S（4.57）

ガバナンスの更なる高度化を推進するとともに、業務改善の推進に努めており、中期
計画を大幅に上回る実績をあげていることが認められ、高く評価する。今後とも、ガ
バナンスの更なる高度化に努めるとともに、組織一丸となって福祉医療機構の役割を
効果的に果たすため、業務を遂行されることを期待する。

業務・システム最適化計画を着実に推進し、情報化の推進を図るなど中期計画を上回

独立行政法人通則法第12条により、当機構の業務の実績に関する評価を行うために、所管省庁である厚生労働省に独立行政法人評価委員会が設置
されており、当機構は、通則法第32条により、各事業年度における業務の実績について評価委員会の評価を受けなければならないとされております。
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３ 業務・システムの効率化と情報化の推進 A（3.85）
業務・システム最適化計画を着実に推進し、情報化の推進を図るなど中期計画を上回
る実績をあげていると評価する。

４ 経費の節減 A（4.42）

一般管理費等の節減については、年度計画の目標を大幅に上回る一般管理費
▲11.5%、業務経費▲43.9%の額を節減するとともに、随意契約及び給与水準の適
正化についても着実に実施するなど、中期計画を上回る実績をあげていることが認め
られる。

５ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） S（4.71）
国の福祉政策の目標に沿った融資が効率的かつ効果的に行われており、中期計画を大
幅に上回る実績をあげていることが認められ、高く評価する。

６ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） S（4.57）
国の医療政策の目標に沿った融資が効率的かつ効果的に行われており、中期計画を大
幅に上回る実績をあげていることが認められ、高く評価する。

７ 福祉医療貸付事業（債権管理） S（4.57）

政策融資の果たすべき役割を踏まえ、貸出条件緩和等に積極的に対応するとともに、
リスク管理の更なる充実・強化を図るなど、中期計画を大幅に上回る実績をあげてい
ることが認められ、高く評価する。引き続き、福祉医療機構においては政策融資とし
て求められている役割（使命）を果たすため、貸出条件緩和等による積極的な支援を
行うことにより、地域の福祉施設や医療施設の維持・存続を図ることを期待する。

※ 詳細につきましては、当機構ホームページ（ http://hp.wam.go.jp/koukai/jisseki/tabid/118/Default.aspx ）をご参照ください。



評 価 項 目 厚生労働省独立行政法人評価委員会による業務実績評価

８ 福祉医療経営指導事業 A（4.00）
民間の社会福祉施設及び医療施設の経営者に対し有益な情報の提供や経営状況の的確
な診断を実施しており、中期計画を上回る実績をあげていると評価する。

９ 社会福祉振興助成事業 A（4.14）

透明性が高い公正な助成が実施されているとともに、事後評価結果を効果的に反映さ
せる助成制度のＰＤＣＡサイクルが機能し効果的な資金助成を実現しており、中期計
画を上回る実績をあげていると評価する。

１０ 退職手当共済事業 S（4.85）

利用者サービスの向上を図るとともに福祉医療機構における事務の効率化も実現する
ことができており、中期計画を大幅に上回る実績をあげていることが認められ、高く
評価する。

１１ 心身障害者扶養保険事業 A（3.85） 安定的な事業運営を図っており、中期計画を上回る実績をあげていると評価する。

平成25年度業務実績評価について
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１２ 福祉保健医療情報サービス事業
（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）

A（3.85）
提供する情報の質の向上を図ることにより、利用者の利便性の向上を実現しており、
中期計画を上回る実績をあげていると評価する。

１３ 年金担保貸付事業
及び労災年金担保貸付事業

A（3.85）

国における当該事業廃止計画を踏まえた制度変更について国と調整及び受託金融機関
との協議を開始しており、また返済期間中に生活困窮に陥った利用者に対する貸付条
件の変更措置を講じるなど、年金受給者の生活の安定を支援しており、中期計画を上
回る実績をあげていると評価する。

１４ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務
及び承継教育資金貸付けあっせん業務

A（3.85）
被保険者の生活の安定を支援しつつ将来にわたる円滑な元利金の返済を確保し、着実
な債権回収への積極的努力が認められ、中期計画を上回る実績をあげていると評価す
る。

１５ 財務内容の改善に関する事項 A（3.85）
財務内容の改善等が適正に行われており、中期計画を上回る実績をあげていると評価
する。

１６ 人事に関する事項 A（3.85）
人事評価制度の適正な運用と人材の育成に努めており、中期計画を上回る実績をあげ
ていると評価する。

※ 詳細につきましては、当機構ホームページ（ http://hp.wam.go.jp/koukai/jisseki/tabid/118/Default.aspx ）をご参照ください。



７.独立行政法人の組織・業務の見直しについて

６．独立行政法人の組織・業務の見直しについて
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独立行政法人における改革の経緯

独立行政法人の見直しについて（経緯）

勧告の方向性における
指摘事項を踏まえた見直し案

平成18年12月24日

独立行政法人の主要な事務･事
業業の改廃に関する「勧告の
方向性」を取りまとめ

政府・行革推進本部にて了解・決定

福祉医療貸付事業の重点化、年
金担保貸付事業等の効率化、各
事務・事業の見直し、その他の
業務全般に関する見直し。

当機構に関する主な事項

独立行政法人整理合理化計画

平成19年12月24日

101法人を85法人に削減
役員人事・組織評価の内閣一
元化

閣議決定

・貸付業務については、福祉医
療分野における着実な基盤整備
の推進、国民の福祉の増進を図
る観点から、福祉医療政策の動
向、他の機関による政策融資の
運営状況を注視しつつ、移管を
含め組織の在り方を検討する。
・各事務及び事業の見直し 等

当機構に関する主な事項

行政刷新会議事業仕分け
（第１弾）

平成21年11月17日

行政刷新会議よる平成22年度
予算を削減するための事業仕
分けを実施

ヒアリング

助成事業（旧長寿・子育て・障
害者基金事業）が事業仕分けの
対象となる。

当機構に関する主な事項

独立行政法人の
抜本的な見直しについて

平成21年12月25日

98ある全ての独立行政法人に
ついて抜本的見直しを実施

閣議決定

・98ある全ての独立行政法人
を対象に抜本的見直し。
・「独立行政法人整理合理化計
画(平成19年12月24日閣議決
定)」に定められた事項につい
ては、当面凍結し、独立行政法
人の抜本的な見直しの一環とし
て再検討する。

当機構に関する主な事項

厚生労働省省内事業仕分け

平成22年4月19日

厚生労働省省内の独立行政法
人が行う事業仕分け

ヒアリング

福祉貸付事業・医療貸付事業・
福祉医療経営支援事業、年金担
保貸付事業・労災年金担保貸付
事業、福祉保健医療情報サービ
ス事業、退職手当共済事業・心
身障害者扶養保険事業が事業仕
分けの対象となる。

当機構に関する主な事項

行政刷新会議事業仕分け
（第２弾）

平成22年4月23日

行政刷新会議による独立行政
法人が行う事業仕分け

ヒアリング

福祉貸付事業、医療貸付事業、
年金担保・労災年金担保貸付事
業が事業仕分けの対象となる。

当機構に関する主な事項
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・各事務及び事業の見直し 等 て再検討する。

独立行政法人の事務・事業
の見直しの基本方針

平成22年12月7日

すべての独立行政法人の全事
務・事業及び全資産の精査を
行う

閣議決定

利用者サービスの更なる向上の
ための具体的な取組目標、業務
効率化に係る一層の取組目標を
中期計画等に明示する。さらに、
福祉貸付事業及び医療貸付事業
については、福祉医療政策の動
向や金融経済環境を注視しつつ、
業務や組織の在り方を検討する。
等

当機構に関する主な事項

独立行政法人改革に関する
分科会開催

平成23年9月21日

今後の独法制度の在り方を議
論

行政刷新会議(分科会)

・独法で行う事務・事業の必要
性を議論
・法人の組織形態について議論

当機構に関する主な事項

独立行政法人の
制度及び組織の見直しの

基本方針

平成24年１月20日

102の独立行政法人を4割削
減し65法人とするなどの方針

閣議決定

・成果目標達成法人とする。
・金融業務については、会社法
を参考に監査機能・リスク管理
機能の強化等を図るとともに、
金融庁検査導入及び高度なガバ
ナンスの仕組みを措置した金融
業務型のガバナンスを適用する。
・業務や組織の在り方について、
引き続き適時に見直しを行う。

当機構に関する主な事項

平成25年度予算編成の
基本方針

平成25年１月24日

「制度及び組織の見直しの基
本方針」の当面凍結

閣議決定

「制度及び組織の見直しの基本
方針」（平成24 年1 月20 日
閣議決定）は、それ以前より決
定していた事項を除いて当面凍
結となった。
※「独立行政法人の事務・事業
の見直しの基本方針」（平成
22年12月7日閣議決定）の
フォローアップ等は、引き続き
継続。

当機構に関する主な事項

独立行政法人改革等に関する
基本的な方針

平成25年12月24日

成長戦略の推進に大きく貢献
するよう制度・組織面で抜本
的に見直し

閣議決定

・中期目標管理型法人とする。
・金融業務に係る内部ガバナン
スの高度化を図るとともに、福
祉貸付事業及び医療貸付事業に
ついては金融庁検査を導入する。
・承継年金住宅融資等債権管理
回収業務について、回収金を定
期的に国庫納付するよう所要の
措置を講じる。

当機構に関する主な事項

独法改革に関する分科会WG
ヒアリング

・10/05(1R) ・10/31(4R)
・10/12(2R) ・11/07(5R)
・10/21(3R)

各独立行政法人の統廃合に
係る措置の実施時期について

平成26年8月29日

独立行政法人個別法等の改正
が必要となる措置につき実施
時期を決定

行革推進本部にて決定

・中期目標管理型法人への移行
（H27.4）

・福祉医療貸付事業への金融庁
検査導入 （H27.10）
・承継年金住宅融資等債権管理
回収業務について、回収金を定
期的に国庫納付するよう所要の
措置を講じる。

（H28.4まで）

当機構に関する主な事項



≪参考≫独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）

法人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類
○ 適切なガバナンスを構築していくため、法人の事務・事業の特性に応じて法人を３つに分類

【中期目標管理型】
・ 国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的とし、中期目標管理により高い自主性・自律性を発揮しつつ事務・事業を行う法人

【研究開発型】
・ 「研究開発成果の最大化」を目的とし、研究開発業務の長期性、専門性等に対応した特有の中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を主要な業務と

して行う法人

【単年度管理型】
・ 国の行政事務と密接に関連した事務・事業を確実・正確に執行することを目的とし、役職員に国家公務員の身分を付与した上で、単年度の目標管理により事務・

事業を行う法人

（該当法人）
福祉医療機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 等

（該当法人）
国立健康・栄養研究所、医薬基盤研究所、国立がん研究センター 等
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事業を行う法人

ＰＤＣＡサイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築
○ 効率的かつ実効性のある評価体制の構築

・ 主務大臣が法人の業績評価を実施する仕組みとする。
・ 主務大臣は、業績評価の結果、目標が達成できないおそれがある場合には、法人に対して業務運営の改善を命令することができるようにする。

○ 目標設定及び業績評価の在り方
・ 総務大臣が目標設定及び業績評価に関する政府統一的な指針（基準、評語等）を策定し、主務大臣は法律や当該指針に基づき目標設定を具体的に行うととも

に、毎年度、適正かつ厳正に業績評価を実施する。
・ 法人は、目標の達成に向け必要な業務運営の改善を図るとともに、業績評価結果の反映状況を毎年度公表する。主務大臣は、業績評価結果を、中期目標期間終

了時における業務及び組織全般にわたる見直し、次期中期目標期間における目標設定や予算要求などの際に活用する。
○ 中期目標管理型の法人における評価手続

・ 中期目標期間に係る業績評価の時期を早めることとし、最終年度において、前年度までの業績及び最終年度の業績の見込みを対象に評価を行う仕組みとする。
・ 主務大臣は中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しの際には、業務継続の必要性の検討にとどまらず、組織自体の存続の必要性を含め組

織の在り方についても必ず検討を行い、検討結果及び講ずる措置内容を公表する。

（該当法人）
国立印刷局、造幣局 等



≪参考≫独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）

○ 第三者機関による業績評価結果等の点検、勧告等
・ 第三者機関は、主務大臣の中期目標案及び中期目標期間に係る業績評価結果を点検し、必要と認める場合には、主務大臣に対して意見を述べることができるこ

ととする。
・ 第三者機関は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し結果及び講ずる措置内容を点検し、主要な事務・事業の改廃の勧告や、内閣総理

大臣に対する勧告事項についての意見具申ができることとする。
・ 総務省の行政評価・監視の調査対象に法人を追加する。また、第三者機関が点検等の業務を行う場合には、総務省の調査結果や行政事業レビューによる点検結

果を活用する。

法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入
○ 監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化

・ 役員の不正行為等についての主務大臣等への報告及び監査報告の作成を義務付け、また、これに併せ、監事監査の指針や会計監査の指針の見直しなど、監査の
質の向上を図る。

・ 法人は、法令等を遵守しつつ業務の適正を確保するための体制を整備する。
・ 役員に職務忠実義務及び任務懈怠に対する損害賠償責任を課し、業務運営上の義務と責任を明確化する。
・ 法人の長の任期を中期目標期間に対応させるとともに、監事の任期を中期目標期間の最終年度の財務諸表承認日までとする。また、主務大臣は、法人からの財

務諸表提出後、遅くとも８月末までには承認するよう努める。
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○ 主務大臣による事後的な是正措置
・ 法人及び役職員の違法行為や不正行為、法人の著しく不適正な業務運営に対し、主務大臣が違法・不正行為の是正、業務運営の改善の命令をそれぞれ行えるよ

うにする。

財政規律、報酬・給与等の見直し、調達の合理化及び情報公開の充実
○ 財務運営の適正化、説明責任・透明性の向上、経営努力の促進

・ 中期目標において主務大臣が指示する効率化目標については、画一的で硬直的な目標ではなく、法人ごとに適切な目標を設定するよう努める。
・ 運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充てる額を運営費交付

金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。
・ 毎年度の剰余金の処理に当たり、運営費交付金で賄う経費の節減により生じた利益の一定割合（原則として５割）を経営努力として認めるなど認定基準の要件

を改善することとする。
・ 法人の積立金の処分については、繰越事由を拡大することとし、中期目標期間の最終年度に経営努力認定に相当する事由がある場合に該当するものについて

は、中期目標期間を超える繰越しを認めることとする。
・ 法人の会計基準について、原則として業務達成基準を採用するなどの見直しを行う。



≪参考≫独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）

○ 報酬・給与等の適正化、説明責任・透明性の向上
・ 柔軟な報酬・給与制度の導入が進んでいないため、各法人において業績給等の実施状況を公表させその導入を促進する。
・ 法人の長の報酬については、事務次官の給与より高い水準の報酬を設定することも可能とする
・ 各法人は、長の報酬水準が妥当であると判断する理由について、職務内容の特性、参考となる他法人の事例等を用いて公表する。また、監事等によるチェック

を行った上で、主務大臣は法人の説明を検証し、その結果を公表する。
・ 法人の給与水準については、国家公務員より高い水準を設定することも可能とするが、法人は、給与水準を毎年度公表するものとし、国家公務員との比較に加

え、民間事業者等の給与水準との比較など、当該法人が必要な人材を確保するために当該給与水準とすることが必要である旨を、その職務の特性を踏まえながら
説明するものとする。また、監事による監査においても、給与水準を厳格にチェックするものとする。

・ 主務大臣は、法人の説明を検証し、その給与水準の妥当性について、判断理由とともに公表する。
・ また、役員の退職手当への業績反映について、主務大臣の責任の下、透明性や説明責任を果たしつつ、業績を的確に反映することができるような弾力的な仕組

みとする。

○ 調達の合理化
・ 各法人は、一般競争入札等を原則としつつも、随意契約によることができる事由を会計規程等において明確化し、合理的な調達を実施することとする。総務省

は、随意契約によることができる具体的なケースを各法人に示して、調達の合理化の取組を促進するなど、調達に関する新たなルールを策定する。
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○ 情報公開の充実
・ 各法人の事業等のまとまりごとに、予算の見積りを年度計画に、執行実績を事業報告書に添付・公表することとし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明

する。
・ 各法人において、職務段階、年齢、家族構成等について一定の仮定を置いて算出したモデル給与、業績給導入実績の推移や業績給導入による給与実態等を公表

する。
・ 法人は、業績評価結果の業務運営や予算等への反映状況について、毎年度公表する。

法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し
○ 金融業務（政策的手段として出融資、債務保証等の金融的手法を用いて行う事務・事業）

・ 金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外部有識者等により構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法
人の財務状況やリスク管理状況を専門的に点検する。

・ 業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部組織（監査部等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。
・ 審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員研修を拡充することとし、その実施方針を策定する。
・ 金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一方、法人の行う金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。
・ 金融庁検査の実効性が確保できる業務については、主務省と金融庁の連携及び検査体制の整備を図った上で金融庁検査を導入する（損失の危険の管理に限

る。）。



≪参考≫独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）

○ 助成・給付業務（法人が運営費交付金等を用いて、個人、団体等に対して資金の助成、給付（研究開発等の資金配分を含む。）を行う事務・事業）
・ 不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。
・ 不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図る。
・ 補助金等適正化法が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取

消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課されることを補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知する。

各独立行政法人等について講ずべき措置
【福祉医療機構】

・ 中期目標管理型の法人とする。
・ 財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図るとともに、福祉貸付事業及び医療貸付事業については、金融庁

検査を導入する。
・ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務について、資金の効率的運用の観点から、現在年１回とされている回収金の国庫納付を定期的に行えるよう所要の措置を

講じる。

その他新たな独立行政法人制度及び組織への移行に当たっての措置等
・ この改革に必要な措置については、法改正を伴わず早期に対応可能な措置は速やかに実施し、独立行政法人通則法改正など制度面での措置は平成27 年４月か
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らの改革実施を目指す。その他各法人の統廃合等に係る措置については平成27年４月以降可能な限り早期の改革実施を目指して迅速に講ずるものとし、具体的な
実施時期については主務省等における検討状況を踏まえ、平成26 年夏を目途に行政改革推進本部において決定することとする。

・ 全体の取組状況について、行政改革推進本部によるフォローアップを実施する。



【事務・事業の見直し】

事務・事業 講ずべき措置 実施時期 具体的内容

01 福祉貸付事業

業務の効率化 23年度から実施

利用者サービスの更なる向上のための具体的な取組目標（資金貸付け時の審査期間短縮、申請書類の簡素
化等の効率化、融資体制の見直し等）、業務効率化に係る一層の取組目標を中期計画等に明示する。
さらに、福祉貸付事業及び医療貸付事業については、福祉医療政策の動向や金融経済環境を注視しつつ、

業務や組織の在り方を検討する。02 医療貸付事業

03 福祉医療経営指導事業 民間と競合する業務を廃止
22年度から実施

民間コンサルタント会社等で実施されている経営セミナー等の動向等を調査し、業務の重複の有無を把握
した上で、平成22年度内に見直し案をまとめ、民間と競合する業務については廃止する。

23年度から実施 病院・医療経営指導のノウハウについては、民間へ普及を行うことを検討する。

04
福祉保健医療情報サービス
（WAMNET事業）

事業の一部廃止 23年度から実施
国と重複する行政情報及び民間と競合する情報に係る提供業務は廃止するとともに、本法人が提供する情

報サービスは、基幹的な福祉医療情報（ケアマネジャーの業務に必要な介護事業情報等業務）に限定するこ
とにより、事業規模を縮減する。

05
年金担保貸付事業及び
労災年金担保貸付事業

廃止 22年度から実施
事業を廃止することとし、十分な代替措置の検討を早急に進め、具体的な工程表を平成22年度中に作成す

るとともに、現行制度における貸付限度の引下げ等による事業規模の縮減方針を年内に取りまとめる。

06 社会福祉振興助成事業 業務の限定 23年度から実施
政策動向や国民ニーズを踏まえ、NPO等が行う活動への支援については、国、地方等との役割分担に従って

、国が助成対象テーマを示すなど国として行うべきものに限定するとともに、事業の採択時には外部評価者
を活用するなど事業の厳選を図る。

≪参考≫独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日閣議決定）
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07 退職手当共済事業 管理コストの効率化 22年度から実施 利用者ニーズ等も踏まえ、継続的にコスト削減等の効率化を図る。

08 心身障害者扶養保険事業 管理コストの効率化 22年度から実施 利用者ニーズ等も踏まえ、継続的にコスト削減等の効率化を図る。

09
【経過業務】承継年金住宅
融資等債権管理回収業務

管理コストの効率化 22年度から実施 利用者ニーズ等も踏まえ、継続的に業務縮小に伴う人員削減等の効率化を図る。

事務・事業 講ずべき措置 実施時期 具体的内容

10

不要資産の国庫返納

長寿・子育て・障害者基金
事業基金、戸塚宿舎

22年度中に実施 長寿・子育て・障害者基金事業基金（2787億円）及び戸塚宿舎を国庫納付する。

11
公庫総合運動場、宝塚宿舎
ほか

23年度中に実施 公庫総合運動場、宝塚宿舎ほかを国庫納付する。

12
東久留米宿舎、小金井宿舎
ほか

24年度以降実施 東久留米宿舎、小金井宿舎ほかを国庫納付する。

13 政府出資金等 23年度以降実施 業務廃止後、年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付勘定の不要資産（約58億円）を国庫納付する。

14 組織体制の整備 大阪事務所管理部門の廃止 22年度中に実施 大阪支店事務所の管理部門を廃止し、事務所スペースを削減する。

【資産・運営等の見直し】



≪参考≫独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（平成24年1月20日閣議決定）

独立行政法人の制度・組織の見直しについて（概要）

Ⅰ 独立行政法人の制度・組織の見直しの背景と基本的考え方

●制度創設から10年以上が経過し、組織・業務運営の綻びが露呈。
●様々な分野で様々な態様の業務を行っている法人すべてを一律の制度にはめ込んでおり、法人の政策実施機能の発揮が不十分。
●厳しい財政状況や、東日本大震災からの復興への取組の中で、独立行政法人制度を上記の問題に対応した新たな法人制度に再構築することにより、政策実施機能
を最大限発揮させ、経済成長や国民生活の向上につなげていくことが不可欠。
●このような認識の下、制度・組織の在り方を抜本的かつ一体的に見直し。

①国の政策実施機能の強化等の観点から、国や民間との関係も視野に入れて組織をゼロベースで見直し、廃止や、自律的な経営が可能な法人の民営化等を実施。
②廃止又は民営化等を行うべき法人以外の法人については、各法人の事務・事業の特性に着目して類型化し、類型ごとに最適なガバナンスを構築。
③類型を踏まえつつ、政策実施機能の強化や効率性の向上の観点から法人を再編。
④新たな法人制度に共通するルールを整備。

Ⅱ 独立行政法人の制度の見直し

１．法人の事務・事業の特性に着目した類型化とガバナンスの構築
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１．法人の事務・事業の特性に着目した類型化とガバナンスの構築
～類型ごとの最適なガバナンスの構築による政策実施機能の発揮～

●新たな法人制度に位置付けられる法人については、事務・事業の特性を踏まえ、国の関与の在り方の違いなどに鑑み、大きくに２つに分類。

①成果目標達成法人
・一定の自主的・自律的裁量を有しつつ、計画的な枠組みの下で事務・事業を行うことにより、主務大臣が設定した成果目標を達成することが求められる法人。
・成果目標達成法人は、多種多様な事務・事業を実施しており、その特性に着目し、一定の類型化を行った上で、当該類型に即したガバナンスを構築。

【事務・事業の特性に着目した類型化・ガバナンス（例）】
・研究開発型…支出の内部チェックの取組の強化など不適切な支出をより確実に抑止。専門の研究評価委員会（仮称）による主務大臣の補佐。「科学技術イノベー
ション戦略本部（仮称）」による科学技術イノベーション政策推進の観点からの一定の関与。
・金融業務型…財務状況を専門的に点検する体制の整備を図り、内部ガバナンスを高度化。金融庁検査がなじむ業務について、体制の整備等を図った上で、金融庁
検査を導入。
・文化振興型…民間等の資金の活用を図り、国の負担を増やさない形で必要な収蔵品を機動的・効果的に購入するための仕組み（基金）の整備を検討。
※このほか、大学連携型、国際業務型、人材育成型、行政事業型に類型化。

②行政執行法人
・国の判断と責任の下で、国と密接な連携を図りつつ、確実・正確な執行に重点を置いて事務・事業を行う法人。
・単年度ごとの目標管理の下で効率的な業務運営を実施。執行に関する法人の裁量が小さく、必要最小限の簡素な意思決定の仕組みとすることが適当。



≪参考≫独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（平成24年1月20日閣議決定）

２．新たな法人制度に共通するルールの整備
～適正な事前・事後の関与の仕組みを導入。国民から信頼される制度を構築～

①法人の内外から業務運営を適正化する仕組みの導入
● 不適切な業務運営が明らかな場合、主務大臣の是正命令等の必要な措置。
● 監事に対する調査権限の付与等により内部ガバナンスを強化。適正な業務運営に係る役員の義務と責任を明確化。
②財政規律の抜本的な強化
●交付金について事業別の予算の積算（見積もり）・執行実績を公表し、予算と実績の乖離を把握。
●不適切な支出と法人内部の不要資産の留保を防止する仕組みを強化。
●自己収入に関する目標を設定させ、国の財源に依存しない経営を促進。
●経営努力で自己収入を増加させた場合等におけるインセンティブの強化。
③一貫性・実効性のある目標・評価の仕組みの構築
●政策責任者たる主務大臣が法人の中期目標設定から評価まで一貫して実施。
●法人の実績・成果に応じて適切に評価のランク付けがなされる基準の導入等、府省横断的な評価ルールを設定。
●中期目標期間の終了時等における法人の改廃等の判断の仕組みを導入。
④国民目線での第三者チェックと情報公開の推進
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●「お手盛り」防止のため、制度所管府省に設置する第三者機関により主務大臣の評価等を点検。行政評価・監視、行政事業レビューも適切に組み合わせ、国民目
線での第三者チェックを実施。
●組織・業務状況に係る情報公開の内容を拡充（部門別職員数やＯＢ再就職先との取引状況、契約によらない支出の状況、資産保有状況等）。業務運営状況等に係
る国民向け説明会を開催。
●会計基準を見直し、事業別のセグメント情報を充実。事業と財源の対応関係を明確化することにより、交付金の投入につき原則業務達成基準を採用。

Ⅲ 独立行政法人の組織の見直し

●各独立行政法人の組織の見直しの結果、現行102法人が65法人に大幅に縮減。縮減される法人の内訳は次のとおり（今後検討のものを含む）。
・廃止（国移管・民間移管を含む）：7法人
・民営化等：7法人
・統合：35法人→12法人（▲23法人）

Ⅳ 新たな法人制度及び組織への移行に当たっての措置

●新たな法人制度及び組織への移行に当たっては、合理化を徹底。
●制度・組織の見直しに基づく取組を進めるに当たっては、独立行政法人の職員の雇用の安定に配慮。



【福祉医療機構】

≪参考≫独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（平成24年1月20日閣議決定）

○ 成果目標達成法人とする。

○ 金融業務については、会社法を参考にした監査機能・リスク管理機能の強化等を図るとともに、
金融庁検査の導入及び高度なガバナンスの仕組みを措置した金融業務型のガバナンスを適用する。

○ 福祉医療政策の動向や金融経済の環境を注視しつつ、政策金融業務を行う既存の法人と同様の法人
形態への将来的な移行も含め、その業務や組織の在り方について、引き続き適時に見直しを行う。
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（注）成果目標達成法人とは、一定の自主的・自律的裁量を有しつつ、計画的な枠組みの下で事務・事業を行うことに
より、主務大臣が設定した成果目標を達成することが求められる法人のことである。

今回、国会提出された通則法改正案において、成果目標達成法人は中期目標達成法人として位置付けられ、法人
名称は「行政法人福祉医療機構」に変更される予定である。



≪参考≫平成25年度予算編成の基本方針（平成25年1月24日閣議決定）

※脚注部分

特別会計及び独立行政法人の見直しについては、「特別会計改革の基本方針」（平成24年1月24日
閣議決定）及び「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成24年1月20日閣議決定）
は、それ以前より決定していた事項を除いて当面凍結し、平成25年度予算は、現行の制度・組織等を
前提に編成するものとする。特別会計及び独立行政法人の見直しについては、引き続き検討し、改革に
取り組む。
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８.平成25年度決算の概要について

７．平成２２年度決算の概要について
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本資料に掲載している財務内容は、当機構が本説明会のために概要版として作成したものです。詳細につきましては、当機構ホームページ
（ http://hp.wam.go.jp/koukai/zaimu23/tabid/1329/Default.aspx ）をご参照ください。



平成25年度末における財政状態について

各勘定別の財政状態
当機構における法人全体の資産は、約4兆7,701億円となっています。これを各勘定別に見ますと、
一般勘定の約3兆2,027億円が67.14％を、また、承継債権管理回収勘定の約1兆3,149億円が全体の
27.57％を占めております。
その資産の主なものは、固定資産である長期貸付金であり、一般勘定においては約3兆1,996億円を、
また、承継債権管理回収勘定で約1兆937億円を計上しており、資産全体の67.08％ 、22.93％をそれ
ぞれ占めております。
一方、負債については一般勘定の約3兆1,826億円が全体の92.58％を占めています。

平成25年度（末）の財政状態及び経営成績について
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（単位：百万円）

（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

一般勘定 共済勘定 保険勘定
年金担保
貸付勘定

労災年金担保
貸付勘定

承継債権
管理回収勘定

法人単位

資産の部 3,202,656 25,813 70,727 150,037 5,918 1,314,918 4,770,071
負債の部 3,182,648 25,813 77,953 149,696 61 1,456 3,437,630
純資産の部 20,007 -                 △ 7,225 341 5,856 1,313,461 1,332,441

3,202,656 25,813 70,727 150,037 5,918 1,314,918 4,770,071負債純資産合計



平成25年度（末）の財政状態及び経営成績について

（単位：百万円）

平成25年度における経営成績について

各勘定別の経営成績
当機構における法人全体の経常収益は、約2,242億円となっています。これを各勘定別に見ます
と、共済勘定の約986億円が全体の43.97％を、一般勘定の約554億円が24.72％を、承継債権管理
回収勘定の約436億円が19.45％をそれぞれ占めています。
一方、経常費用においては、法人全体で約1,772億円であり、共済勘定の約947億円が全体の
53.47％を、一般勘定の約565億円が31.91％を占めています。
さらに、法人単位全体の当期利益は約432億円となっており、主な要因として承継債権管理回収
勘定で約413億円、保険勘定において約27億円の当期利益が発生したことによるものです。
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

（単位：百万円）

一般勘定 共済勘定 保険勘定
年金担保
貸付勘定

労災年金担保
貸付勘定

承継債権
管理回収勘定

法人単位

経常収益 55,437 98,593 24,209 2,361 32 43,609 224,244
経常費用 56,529 94,735 21,064 2,317 31 2,482 177,161
経常利益又は損失 △ 1,091 3,857 3,145 44 0 41,127 47,083
臨時利益 281 0 -                 50 3 124 461
臨時損失 -                 3,858 494 -                 -                 -                 4,352
前中期目標期間繰越積立金取崩額 -                 -                 -                 23 0 -                 23
当期利益又は損失 △ 809 -                 2,651 118 4 41,251 43,215



貸付事業における債権分類について

民間金融機関の基準に準じて破綻先債権額、延滞債権額、３箇月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額を開示し
ております。

注1） 区分の定義は、以下のとおりです。

一般勘定

年金担保貸付勘定
（単位：百万円）

平成24年度 平成25年度

破綻先債権額 （Ａ） 5,382 3,883

延滞債権額 （Ｂ） 42,615 28,200

3箇月以上延滞債権額 （Ｃ） 87 647

貸出条件緩和債権額 （Ｄ） 44,494 47,762

合計＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） （Ｅ） 92,580 80,494

総貸付残高 （Ｆ） 3,240,022 3,352,902

2.86% 2.40%

区　　　　分

比率（Ｅ）／（Ｆ）×100

平成24年度 平成25年度区　　　　分

（単位：百万円）

・破綻先債権額 （A） :  元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と

いう。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに

掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じ

ている貸出金をいいます。

・延滞債権額 （B） :  未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及

び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金をいいます。
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労災年金担保貸付勘定
注2） 一般勘定における総貸付残高（Ｇ）には、以下の貸付受入金が含まれております。

・平成24年度貸付受入金 102,000百万円

・平成25年度貸付受入金 153,349百万円

注3） 金額の百万円未満は、切捨て表示しております。

（単位：百万円）

平成24年度 平成25年度

破綻先債権額 （Ａ） 95 84

延滞債権額 （Ｂ） 81 75

3箇月以上延滞債権額 （Ｃ） 31 26

貸出条件緩和債権額 （Ｄ） 24 24

合計＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） （Ｅ） 232 210

総貸付残高 （Ｆ） 158,860 149,311

0.15% 0.14%

区　　　　分

比率（Ｅ）／（Ｆ）×100

平成24年度 平成25年度

破綻先債権額 （Ａ） 11 5

延滞債権額 （Ｂ） 5 2

3箇月以上延滞債権額 （Ｃ） 2 -             

貸出条件緩和債権額 （Ｄ） 1 -             

合計＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） （Ｅ） 20 7

総貸付残高 （Ｆ） 3,793 3,444

0.55% 0.23%比率（Ｅ）／（Ｆ）×100

区　　　　分

・3箇月以上延滞債権額 （C） :  元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から

3箇月以上遅延している貸出金で破綻先債権

（A）及び延滞債権（B）に該当しない貸出金を

いいます。

・貸出条件緩和債権額 （D） :  債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返

済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる

取り決めを行った貸出金で、破綻先債権（A）、

延滞債権（B）及び3箇月以上延滞債権（C）に該

当しない貸出金をいいます。



貸付事業における債権分類について

民間金融機関の基準に準じて破綻先債権額、延滞債権額、３箇月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額を開示し
ております。

注1） 区分の定義は、以下のとおりです。承継債権管理回収勘定
（単位：百万円）

平成24年度 平成25年度

破綻先債権額 （Ａ） 12,653 11,504

延滞債権額 （Ｂ） 7,758 6,486

3箇月以上延滞債権額 （Ｃ） 8,229 7,056

貸出条件緩和債権額 （Ｄ） 55,013 47,797

合計＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） （Ｅ） 83,655 72,845

総貸付残高 （Ｆ） 1,274,863 1,094,878

6.56% 6.65%

区　　　　分

比率（Ｅ）／（Ｆ）×100

・破綻先債権額 （A） :  元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と

いう。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに

掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じ

ている貸出金をいいます。

・延滞債権額 （B） :  未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及

び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金をいいます。

・3箇月以上延滞債権額 （C） :  元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から

3箇月以上遅延している貸出金で破綻先債権
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注2） このリスク管理債権は、機関保証等からの回収見込額を控除する前の金
額であり、開示した債権額のすべてが回収不能となるものではありませ
ん。

注3） 金額の百万円未満は、切捨て表示しております。

3箇月以上遅延している貸出金で破綻先債権

（A）及び延滞債権（B）に該当しない貸出金を

いいます。

・貸出条件緩和債権額 （D） :  債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返

済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる

取り決めを行った貸出金で、破綻先債権（A）、

延滞債権（B）及び3箇月以上延滞債権（C）に該

当しない貸出金をいいます。

・その他 : 1　総貸付残高（F）には、仮受金1,178百万円を

含んでおります。

2　債権質により転借人から回収している債権に

ついては、当該転貸債権の状況により判断して

おり、当該転貸債権が正常債権である4,339百万

円については、リスク管理債権に含めておりま

せん。

3　リスク管理債権のうち、金融機関の保証で全

額回収が見込まれる債権は47,180百万円であ

り、当該債権額を除いた比率は2.34％となりま

す。



貸付金の自己査定について

当機構における平成25年度末における貸付金の自己査定につきましては、以下のとおりです。

注1） 債務者区分は以下のとおりです。

一般勘定

年金担保貸付勘定

(単位：件、百万円)

(単位：件、百万円)

区分 貸付先数 貸付金残高

12,039 2,562,259
2,553 601,068

要管理先以外 2,456 552,158
要管理先 97 48,910

14,592 3,163,328
貸倒懸念債権 76 28,617
破産更生債権等 30 3,723

33 3,883
63 7,607

14,731 3,199,553

債務者区分

一般債権

正常先
要注意先

計
破綻懸念先
実質破綻先

破綻先
計

合　　　　　　計

区分 貸付先数 貸付金残高

350,968 149,225
8 2

債務者区分

正常先
要注意先

・正常先 : 業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がない債務者をいい

ます。

・要注意先 : 金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本

返済、もしくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題が

ある債務者のほか、業況が低調ないし不安定な債務者または財務内容に

問題があるなど今後の管理に注意を要する債務者をいいます。

・要管理先以外 : 要注意先のうち要管理先以外の債務者をいいます。

・要管理先 : 要注意先のうち全部または一部が「3箇月以上延滞債権」及び「貸出条件

緩和債権」である債務者をいいます。

・破綻懸念先 : 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画

等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認
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労災年金担保貸付勘定
注2） 一般勘定における貸付金残高は、貸付受入金額 153,349百万円を控除したものです。

注3） 金額の百万円未満は、切捨て表示しています。

(単位：件、百万円)

8 2
要管理先以外 7 1
要管理先 1 0

350,976 149,228
貸倒懸念債権 2 1
破産更生債権等 15 10

74 71
89 82

351,067 149,311

一般債権
要注意先

計

破綻懸念先
実質破綻先

破綻先

計

合　　　　　　計

区分 貸付先数 貸付金残高

5,316 3,436
2 1

要管理先以外 1 0
要管理先 1         0

5,318 3,437
貸倒懸念債権 1         1                 
破産更生債権等 2 3

2 1
4 5

5,323 3,444

一般債権

正常先
要注意先

計

債務者区分

破綻懸念先
実質破綻先

破綻先
計

合　　　　　　計

等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる債務者をいいます。

・実質破綻先 : 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難

の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められる等実質的に

経営破綻に陥っている債務者をいいます。

・破綻先 : 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（破産、清算、会

社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由によ

り経営破綻に陥っている先）及び債務者が死亡した場合をいいます。



貸付金の自己査定について

当機構における平成25年度末における貸付金の自己査定につきましては、以下のとおりです。

注1）債務者区分は以下のとおりです。

承継債権管理回収勘定
(単位：件、百万円)

区分 貸付先数 貸付金残高
64,810    211,010

194,745 865,877
要管理先以外 141,776   646,287
要管理先 52,969    219,589

259,555 1,076,887
貸倒懸念債権 359       1,796
破産更生債権等 941       4,822

2,147     11,371
3,088 16,194

263,002 1,094,878

一般債権

正常先
要注意先

計

債務者区分

合　　　　　　計

破綻懸念先
実質破綻先

破綻先
計

・正常先 : 業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がない債務者をいい

ます。

・要注意先 : 金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本

返済、もしくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題が

ある債務者のほか、業況が低調ないし不安定な債務者または財務内容に

問題があるなど今後の管理に注意を要する債務者をいいます。

・要管理先以外 : 要注意先のうち要管理先以外の債務者をいいます。

・要管理先 : 要注意先のうち全部または一部が「3箇月以上延滞債権」及び「貸出条件

緩和債権」である債務者をいいます。
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注2）貸付先数は、貸付件数を計上しています。

注3）金額の百万円未満は、切捨て表示しています。

・破綻懸念先 : 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画

等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる債務者をいいます。

・実質破綻先 : 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難

の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められる等実質的に

経営破綻に陥っている債務者をいいます。

・破綻先 : 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（破産、清算、会

社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由によ

り経営破綻に陥っている先）及び債務者が死亡した場合をいいます。



当機構の財務内容について（法人単位・資産の状況）

法人単位

貸借対照表（平成26年3月31日）

科目 平成25年度 平成24年度 差額 科目 平成25年度 平成24年度 差額

資産 4,770,071 4,958,509 △ 188,438 負債 3,437,630 3,405,968 31,662

Ⅰ　流動資産 757,515 827,613 △ 70,098 Ⅰ　流動負債 354,567 351,396 3,171

　現金及び預金 11,207 9,912 1,295 　運営費交付金債務 207 -             207

　金銭の信託 70,644 67,499 3,145 　預り補助金等 2,918 3,385 △ 467

　有価証券 245,800 307,200 △ 61,400 　短期借入金 13,170 1,740 11,430

　1年以内回収予定長期貸付金 420,528 429,031 △ 8,503 　 １年以内償還予定福祉医療機構債券 67,000 64,000 3,000

　未収財源措置予定額 -             3,730 △ 3,730 　１年以内返済予定長期借入金 259,743 269,627 △ 9,884

　貸倒引当金 △ 272 △ 216 △ 56 　賞与引当金 27 26 1

　その他 9,606 10,455 △ 849 　その他 11,500 12,617 △ 1,117

（単位：百万円）
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Ⅱ　固定資産 4,012,556 4,130,896 △ 118,340 Ⅱ　固定負債 2,979,574 2,955,435 24,139

　有形固定資産 1,441 1,897 △ 456   福祉医療機構債券 332,000 346,000 △ 14,000

　無形固定資産 660 864 △ 204 　長期借入金 2,645,895 2,607,451 38,444

　長期貸付金等 4,025,480 4,145,210 △ 119,730 　退職給付引当金 1,070 1,174 △ 104

　貸倒引当金 △ 15,766 △ 17,821 2,055 　その他 609 809 △ 200

　その他 740 744 △ 4

Ⅲ　法令に基づく引当金等 103,488 99,136 4,352

　退職手当給付費支払資金 25,554 21,696 3,858

　心身障害者扶養保険責任準備金 77,934 77,440 494

純資産 1,332,441 1,552,540 △ 220,099

Ⅰ　資本金 1,301,835 1,516,416 △ 214,581

Ⅱ　資本剰余金 △ 1,524 △ 1,128 △ 396

Ⅲ　利益剰余金 32,130 37,252 △ 5,122
（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。



当機構の財務内容について（法人単位・損益の状況）

法人単位

損益計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常費用 177,161 180,124 △ 2,963

福祉医療貸付業務費 53,563 56,425 △ 2,862

経営指導業務費 250 255 △ 5

福祉保健医療情報サービス
業務費

313 416 △ 103

社会福祉振興助成業務費 1,624 2,005 △ 381

退職手当共済業務費 94,642 93,410 1,232

心身障害者扶養保険業務費 21,032 21,164 △ 132

年金担保貸付業務費 2,245 2,556 △ 311

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常収益 224,244 234,909 △ 10,665

運営費交付金収益 3,070 3,656 △ 586

福祉医療貸付事業収入 48,086 51,032 △ 2,946

経営指導事業収入 39 38 1

福祉保健医療情報サービス
事業収入

8 8 0

退職手当共済事業収入 48,137 45,857 2,280

心身障害者扶養保険事業
収入

24,118 25,746 △ 1,628

年金担保貸付事業収入 2,359 2,571 △ 212

（単位：百万円）
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労災年金担保貸付業務費 29 33 △ 4

承継債権管理回収業務費 2,357 2,680 △ 323

一般管理費 1,090 1,171 △ 81

雑損 11 4 7

経常利益 47,083 54,785 △ 7,702

臨時損失
（退職手当給付費支払資金繰入） 3,858       2,937       921
 (心身障害者扶養保険責任準備金繰入） 493         1,339       △ 846
（国庫納付金） 0 -             0

当期純利益 43,192 51,887 △ 8,695

前中期目標期間繰越積立金
取崩額

23           12 11

当期総利益 43,215 51,900 △ 8,685

年金担保貸付事業収入 2,359 2,571 △ 212

労災年金担保貸付事業収入 30 34 △ 4

承継債権管理回収業務収入 43,372 50,699 △ 7,327

補助金等収益 54,495 50,826 3,669

財源措置予定額収益 -              3,730 △ 3,730

資産見返運営費交付金戻入 262 285 △ 23

財務収益 246 400 △ 154

雑益 17 20 △ 3

臨時利益
(退職給付引当金戻入益) 81 -              81
(貸倒引当金戻入益) 379 1,375 △ 996
(退職手当給付費支払資金戻入益) 0 3 △ 3

（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。



当機構の財務内容について（一般勘定・資産の状況）

（単位：百万円）

■資産の部 3,202,656百万円のうち、貸付金（１年以内回収予定長期貸付金、長期貸付金等）は 3,199,553百万円であ
り全体の 99.9％を占めています。貸付金は前年度末と比べて 61,531百万円の増となっています。

■負債の部 3,182,648百万円のうち、借入金は 2,905,639百万円、福祉医療機構債券は 264,000百万円であり、貸付原
資が全体の 99.5％を占めています。なお、預り補助金等 2,918百万円は翌年度に国庫に返還する予定です。

■純資産の部は、財務基盤強化のための政府出資金（460百万円）の受入れに伴う資本金の増加及び東日本大震災からの
復旧・復興に係る貸付について優遇措置を行ったこと等に伴う繰越欠損金（△ 809百万円）の発生等により20,007百
万円となっています。

科目 平成25年度 平成24年度 差額 科目 平成25年度 平成24年度 差額

資産 3,202,656 3,166,103 36,553 負債 3,182,648 3,145,352 37,296

Ⅰ　流動資産 262,473 282,554 △ 20,081 Ⅰ　流動負債 272,232 288,210 △ 15,978
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

Ⅰ　流動資産 262,473 282,554 △ 20,081 Ⅰ　流動負債 272,232 288,210 △ 15,978

　現金及び預金 4,258 6,573 △ 2,315 　運営費交付金債務 153 -                153

　有価証券 -                22,300 △ 22,300 　預り補助金等 2,918 3,384 △ 466

　1年以内回収予定長期貸付金 251,771 246,438 5,333 　１年以内償還予定福祉医療機構債券 -                5,000 △ 5,000

　貸倒引当金 △ 247 △ 191 △ 56 　１年以内返済予定長期借入金 259,743 269,627 △ 9,884

　その他 6,691 7,434 △ 743 　その他 9,416 10,199 △ 783

Ⅱ　固定資産 2,940,182 2,883,548 56,634 Ⅱ　固定負債 2,910,415 2,857,141 53,274

　有形固定資産 1,357 1,785 △ 428   福祉医療機構債券 264,000 249,000 15,000

　無形固定資産 471 620 △ 149 　長期借入金 2,645,895 2,607,451 38,444

　長期貸付金等 2,947,781 2,891,583 56,198 　その他 520 689 △ 169

　貸倒引当金 △ 10,142 △ 11,154 1,012 純資産 20,007 20,751 △ 744

　その他 713 713 -                Ⅰ　資本金 23,793 23,332 461

Ⅱ　資本剰余金 △ 1,505 △ 1,111 △ 394

Ⅲ　繰越欠損金 △ 2,280 △ 1,470 △ 810



当機構の財務内容について（一般勘定・損益の状況）

（単位：百万円）

■当期総損失は 809百万円となっております。これは、主に以下の要因によるものです。

・東日本大震災に係る災害復旧資金について無利子貸付等の優遇措置を講じたこと、また被災地域の旧債権について
返済猶予・条件変更などの措置を講じたことに伴うもの
（これらの優遇措置を行うため、財務基盤の強化として平成23年度補正予算において政府出資金が措置されている）

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常費用 56,529 59,910 △ 3,381

福祉医療貸付業務費 53,563 56,425 △ 2,862

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常収益 55,437 58,832 △ 3,395

運営費交付金収益 2,487 2,971 △ 484
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

福祉医療貸付業務費 53,563 56,425 △ 2,862

経営指導業務費 250 255 △ 5

福祉保健医療情報サービ
ス業務費

313 416 △ 103

社会福祉振興助成業務費 1,624 2,005 △ 381

一般管理費 765 802 △ 37

雑損 11 4 7

経常損失 △ 1,091 △ 1,078 △ 13

当期純利益又は当期純損失 △ 809 297 △ 1,106

前中期目標期間繰越
積立金取崩額

-           2 △ 2

当期総利益又は総損失 △ 809 300 △ 1,109

運営費交付金収益 2,487 2,971 △ 484

福祉医療貸付事業収入 48,086 51,032 △ 2,946

経営指導事業収入 39 38 1

福祉保健医療情報サービ
ス事業収入

8 8 △ 0

補助金等収益 4,554 4,500 54

資産見返運営費交付金戻
入

237 240 △ 3

財務収益 9 26 △ 17

雑益 14 14 0

臨時利益
(貸倒引当金戻入益)

281 1,375 △ 1,094



当機構の財務内容について（共済勘定・資産の状況）

（単位：百万円）

■資産の部 25,813百万円のうち、現金及び預金等の流動資産が 25,739百万円であり、全体の99.7％を占めています。

■負債の部 25,813百万円のうち、その他 144百万円は年度末における退職手当給付金の預り金や業務費の未払金等です。
なお、当事業は共済契約者、国及び都道府県の３者による賦課方式により行われておりますが、独立行政法人福祉医
療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成15年厚生労働省令第148号）第15条第1号の規定に基づき、
法令に基づく引当金として給付費支払資金を 25,554百万円積み立てております。

科目 平成25年度 平成24年度 差額 科目 平成25年度 平成24年度 差額
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（注）2 百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

資産 25,813 22,012 3,801 負債 25,813 21,984 3,829

Ⅰ　流動資産 25,739 21,912 3,827 Ⅰ　流動負債 186 190 △ 4
　現金及び預金 5,032 957 4,075 　運営費交付金債務 42 -            42
　有価証券 20,200 17,100 3,100 　預り補助金等 -            0 0

　未収財源措置予定額 -            3,730 △ 3,730 　その他 144 189 △ 45
　その他 507 124 383

Ⅱ　固定負債 72 97 △ 25

Ⅱ　固定資産 74 99 △ 25
　有形固定資産 44 58 △ 14 Ⅲ　法令に基づく引当金等
　無形固定資産 29 41 △ 12 　退職手当給付費支払資金 25,554 21,696 3,858

純資産 -            28 △ 28
Ⅰ　利益剰余金 -            28 △ 28

注）1 「未収財源措置予定額」は補正予算における都道府県補助金の年度内未収分



当機構の財務内容について（共済勘定・損益の状況）

（単位：百万円）

■経常利益は 3,857百万円となっております。これは主に掛金収入などの退職手当共済事業収入 48,137百万円、補助金
等収益 49,941百万円が退職手当給付金などの退職手当共済業務費 94,642百万円を上回ったことによるものです。

■臨時利益として給付費支払資金戻入益 0.8百万円、臨時損失として給付費支払資金繰入 3,858百万円を計上していま
す。

■これらにより、当期総利益はゼロとなっております。

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常費用 94,735 93,498 1,237

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常収益 98,593 96,461 2,132
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

退職手当共済業務費 94,642 93,410 1,232
  （うち退職手当給付金） (94,220) (92,980) (1,240)

一般管理費 93 88 5

経常利益 3,857 2,962 895

臨時損失
（給付費支払資金繰入）

3,858 2,937 921

当期純利益 -           28 △ 28

当期総利益 -           28 △ 28

運営費交付金収益 491 523 △ 32

退職手当共済事業収入 48,137 45,857 2,280

補助金等収益 49,941 46,325 3,616

財源措置予定額収益 -           3,730 △ 3,730

資産見返運営費交付金
戻入

22 23 △ 1

雑益 0 0 0

臨時利益
(給付費支払資金戻入益)

0.8 3 △ 2



当機構の財務内容について（保険勘定・資産の状況）

■資産の部 70,727百万円のうち、将来の年金給付の財源となる金銭の信託が 70,644百万円であり、全体の99.8％を
占めています。
金銭の信託は、金銭の信託運用益により前年度に比べ 3,145百万円増加しています。

■負債の部 77,953百万円のうち、法令に基づく引当金として心身障害者扶養保険責任準備金を 77,934百万円計上して
おります。これは、独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成15年厚生労働省令
第148号）第15条第2号の規定に基づき、積み立てているものです。

■繰越欠損金（純資産の部）△ 7,225百万円の前年度末からの減少は、主として心身障害者扶養保険責任準備金（負
債）の増加に対して金銭の信託（資産）の増加が 2,651百万円上回ったことによるものです。
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（単位：百万円）

（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

科目 平成25年度 平成24年度 差額 科目 平成25年度 平成24年度 差額

資産 70,727 67,574 3,153 負債 77,953 77,451 502

Ⅰ　流動資産 70,723 67,569 3,154 Ⅰ　流動負債 15 6 9

　現金及び預金 79 70 9 　運営費交付金債務 11 -           11

　金銭の信託 70,644 67,499 3,145 　その他 4 6 △ 2

　その他 0 0 △ 0

Ⅱ　固定負債 3 4 △ 1

Ⅱ　固定資産 3 5 △ 2

　有形固定資産 3 4 △ 1 Ⅲ　法令に基づく引当金等

　無形固定資産 0 0 0 　心身障害者扶養保険責任準備金 77,934 77,440 494

純資産 △ 7,225 △ 9,876 2,651

Ⅰ　繰越欠損金 △ 7,225 △ 9,876 2,651



当機構の財務内容について（保険勘定・損益の状況）

（単位：百万円）

■経常利益は 3,145百万円となっております。これは金銭の信託の運用において 3,798百万円の利益を確保したことな
どによるものです。

■臨時損失として、心身障害者扶養保険責任準備金繰入 493百万円等を計上しています。

■これらの結果、当期総利益は 2,651百万円を計上しています。

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常費用 21,064 21,199 △ 135

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常収益 24,209 25,910 △ 1,701
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

心身障害者扶養保険業務費 21,032 21,164 △ 132

   （うち支払保険料） (8,106) (8,413) (△ 307)

　 （うち給付金） (12,866) (12,685) (181)

一般管理費 31 35 △ 4

経常利益 3,145 4,710 △ 1,565

臨時損失
（心身障害者扶養保険責任準備金繰入） 493 1,339 △ 846

（国庫納付金） 0 - 0

当期純利益又は当期純損失 2,651 3,371 △ 720

当期総利益又は当期総利益 2,651 3,371 △ 720

運営費交付金収益 90 161 △ 71

受取保険料 8,106 8,413 △ 307

保険金 12,213 12,650 △ 437

金銭の信託等運用益 3,798 4,682 △ 884

資産見返運営費交付金戻入 0 2 △ 2

雑益 0 0 △ 0



当機構の財務内容について（年金担保貸付勘定・資産の状況）

（単位：百万円）

■資産の部 150,037百万円のうち、貸付金（１年以内回収予定長期貸付金、長期貸付金等）は 149,311百万円であり全
体の99.5％を占めています。貸付金は前年度末と比べて9,548百万円の減となっています。これは平成23年12月の制度
改正において貸付限度額を引下げたこと等によるものです。

■負債の部 149,696百万円のうち、短期借入金は 13,170百万円、福祉医療機構債券は 135,000百万円であり、貸付原資
が全体の98.9％を占めています。

■純資産の部 341百万円の前年度末からの増加は、主に当期利益によるものです。

科目 平成25年度 平成24年度 差額 科目 平成25年度 平成24年度 差額

資産 150,037 159,683 △ 9,646 負債 149,696 159,422 △ 9,726

Ⅰ　流動資産 96,447 103,199 △ 6,752 Ⅰ　流動負債 81,299 61,967 19,332
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

　現金及び預金 454 530 △ 76 　短期借入金 13,170 1,740 11,430

　1年以内回収予定長期貸付金 95,704 102,369 △ 6,665 　１年以内償還予定福祉医療機構債券 67,000 59,000 8,000

　貸倒引当金 △ 3 △ 4 1 　賞与引当金 10 10 0

　その他 292 304 △ 12 　その他 1,119 1,217 △ 98

Ⅱ　固定資産 53,590 56,483 △ 2,893 Ⅱ　固定負債 68,397 97,454 △ 29,057

　有形固定資産 13 18 △ 5   福祉医療機構債券 68,000 97,000 △ 29,000

　無形固定資産 39 54 △ 15 　退職給付引当金 397 452 △ 55

　長期貸付金等 53,607 56,490 △ 2,883 　その他 -           1 △ 1

　貸倒引当金 △ 97 △ 110 13 純資産 341 260 81

　その他 27 30 △ 3 Ⅰ　資本剰余金 △ 18 △ 16 △ 2

Ⅱ　利益剰余金 359 277 82



当機構の財務内容について（年金担保貸付勘定・損益の状況）

（単位：百万円）

■経常利益は 44百万円となっております。これは業務運営コストを適切に貸付金利に反映したことによるものです。

■臨時利益として退職給付引当金戻入益 50百万円、前中期目標期間繰越積立金取崩額として 23百万円を計上しています。

■これらにより、当期総利益は 118百万円となっております。

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常費用 2,317 2,633 △ 316

年金担保貸付業務費 2,245 2,556 △ 311

  （うち借入金利息） (11) (15) (△ 4)

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常収益 2,361 2,579 △ 218

年金担保貸付事業収入 2,359 2,571 △ 212
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

  （うち借入金利息） (11) (15) (△ 4)

  （うち債券利息） (389) (487) (△ 98)

  （うち債券発行諸費） (78) (62) (△ 16)

  （うち業務委託費） (1,591) (1,703) (△ 112)

  （うち貸倒引当金繰入） (2) (16) (△ 14)

一般管理費 72 77 △ 5

経常利益又は経常損失 44 △ 53 97

当期純利益又は当期純損失 94 △ 53 147

前中期目標期間繰越積立金
取崩額

23 9 14

当期総利益又は当期総損失 118 △ 44 162

資産見返運営費交付金戻入 0 1 △ 0

財務収益 1 2 △ 1

雑益 1 5 △ 4

臨時利益
(退職給付引当金戻入益)

50          -           50



当機構の財務内容について（労災年金担保貸付勘定・資産の状況）

（単位：百万円）

■資産の部 5,918百万円のうち、貸付金（１年以内回収予定長期貸付金、長期貸付金等）は 3,444百万円であり、前年
度末と比べて 349百万円の減となっています。これは平成23年12月の制度改正において貸付限度額を引下げたこと等
によるものです。

■純資産の部 5,856百万円のうち、資本金（政府出資金）が99.5％を占めており、これが貸付原資となっております。
前年度末からの減少は、利益剰余金の減少によるものです。

科目 平成25年度 平成24年度 差額 科目 平成25年度 平成24年度 差額

資産 5,918 5,948 △ 30 負債 61 67 △ 6

Ⅰ　流動資産 4,720 4,651 69 Ⅰ　流動負債 53 57 △ 4
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

　現金及び預金 263 148 115 　賞与引当金 0 0 △ 0

　有価証券 2,200 2,000 200 　その他 53 57 △ 4

　1年以内回収予定長期貸付金 2,242 2,487 △ 245

　貸倒引当金 △ 0 △ 0 △ 0

　その他 14 15 △ 1 Ⅱ　固定負債 8 9 △ 1

　退職給付引当金 8 9 △ 1

Ⅱ　固定資産 1,197 1,296 △ 99 　その他 0 0 △ 0

　有形固定資産 0 0 △ 0

　無形固定資産 1 0 1

　長期貸付金等 1,201 1,305 △ 104 純資産 5,856 5,880 △ 24

　貸倒引当金 △ 5 △ 10 5 Ⅰ　資本金 5,831 5,831 -           

Ⅱ　利益剰余金 25 49 △ 24



当機構の財務内容について（労災年金担保貸付勘定・損益の状況）

（単位：百万円）

■経常利益は 0.8百万円となっております。これは、業務運営コストを適切に貸付金利に反映したことなどによるもの
です。

■臨時利益として退職給付引当金戻入益 1.0百万円、貸倒引当金戻入益 2.6百万円、前中期目標期間繰越積立金取崩額
として 0.4百万円を計上しています。

■これらの結果、当期総利益は 4.9百万円となっております。

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常費用 31.5 36.0 △ 4.5

労災年金担保貸付業務費 29.2 33.5 △ 4.3

科目 平成25年度 平成24年度 差額

経常収益 32.4 36.3 △ 3.9

労災年金担保貸付事業収入 30.8 34.6 △ 3.8

64

（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

労災年金担保貸付業務費 29.2 33.5 △ 4.3

  （うち業務委託費） (25.4) (27.7) (△ 2.3)

一般管理費 2.3 2.5 △ 0.2

経常利益 0.8 0.3 0.5

当期純利益 4.5 0.5 4.0

前中期目標期間繰越積立金
取崩額

0.4 0.1 0.3

当期総利益 4.9 0.7 4.2

労災年金担保貸付事業収入 30.8 34.6 △ 3.8

資産見返運営費交付金戻入 0.0 0.1 △ 0.1

財務収益 1.6 1.5 0.1

雑益 0.0 0.0 △ 0.0

臨時利益
  (退職給付引当金戻入益)

1.0 -           1.0

  (貸倒引当金戻入益) 2.6 0.2 2.4



当機構の財務内容について（承継債権管理回収勘定・資産の状況）

（単位：百万円）

■資産の部 1,314,918百万円のうち、貸付金（１年以内回収予定長期貸付金、長期貸付金等）は 1,093,699百万円であ
り全体の83.1％を占めています。また、有価証券 223,400百万円は、翌年度の7月10日までに国庫納付するまでの間、
貸付回収金（元金及び利息）等を余資運用しているものです。

■純資産の部 1,313,461百万円のうち、資本金（政府出資金）は 1,272,210百万円で全体の96.8％を占めており、これ
が貸付原資となっております。
なお、独立行政法人福祉医療機構法（平成14年法律第166号）附則第5条の2の規定に基づき、平成24年度回収元金相当
分 215,042百万円と積立金 48,243百万円を平成25年7月10日に国庫納付しております。これに伴って資本金及び積立
金をそれぞれ同額減少しております。

科目 平成25年度 平成24年度 差額 科目 平成25年度 平成24年度 差額

資産 1,314,918 1,537,187 △ 222,269 負債 1,456 1,690 △ 234
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

Ⅰ　流動資産 297,409 347,725 △ 50,316 Ⅰ　流動負債 779 962 △ 183

　現金及び預金 1,120 1,631 △ 511 　賞与引当金 16 16 0

　有価証券 223,400 265,800 △ 42,400 　その他 762 946 △ 184

　1年以内回収予定長期貸付金 70,810 77,735 △ 6,925

　貸倒引当金 △ 21 △ 19 △ 2 Ⅱ　固定負債 676 728 △ 52

　その他 2,100 2,577 △ 477 　退職給付引当金 664 712 △ 48

　その他 12 15 △ 3

Ⅱ　固定資産 1,017,508 1,189,462 △ 171,954

　有形固定資産 23 30 △ 7 純資産 1,313,461 1,535,496 △ 222,035

　無形固定資産 117 146 △ 29 Ⅰ　資本金 1,272,210 1,487,252 △ 215,042

　長期貸付金等 1,022,889 1,195,830 △ 172,941 Ⅱ　利益剰余金 41,251 48,243 △ 6,992

　貸倒引当金 △ 5,521 △ 6,545 1,024



当機構の財務内容について（承継債権管理回収勘定・損益の状況）

（単位：百万円）

■経常利益は 41,127百万円となっております。これは貸付金利息収入等 43,372百万円を確保したことによるものです。

■当期総利益は 41,251百万円となっております。
なお、独立行政法人福祉医療機構法（平成14年法律第166号）附則第5条の2の規定に基づき、平成25年度回収元金相当
分 179,019百万円と積立金（当期総利益）41,251百万円を平成26年7月10日までに国庫納付する予定です。

科目 平成25年度 平成24年度 差額 科目 平成25年度 平成24年度 差額
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（注）百万円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。

経常費用 2,482 2,845 △ 363

承継債権管理回収業務費 2,357 2,680 △ 323

一般管理費 125 164 △ 39

経常利益 41,127 48,243 △ 7,116

当期純利益 41,251 48,243 △ 6,992

当期総利益 41,251 48,243 △ 6,992

経常収益 43,609 51,089 △ 7,480

承継債権管理回収業務収入 43,372 50,699 △ 7,327

資産見返運営費交付金戻入 1 18 △ 17

財務収益 234 370 △ 136

雑益 1 1 0

臨時利益
（退職給付引当金戻入益） 29 -           29

（貸倒引当金戻入益） 94 -           94



当機構の財務内容について（承継教育資金貸付けあっせん勘定）

承継教育資金貸付けあっせん業務は、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）
に基づき平成２０年度から業務を休止しています。
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９.平成26年度予算及び

平成27年度予算概算要求の概要について

８．平成２４年度予算の概要について
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平成27年度予算概算要求の概要について



貸付事業計画の概要

平成25年度～平成27年度 貸付事業計画
【一般勘定】

26年度

増△減額 伸び率

億円 億円 億円 億円 ％

貸付契約額 2,546 2,880 2,865 △ 15 △ 0.5 
資金交付額 2,515 2,752 2,990 238 8.6 
貸付契約額 2,140 1,536 1,721 185 12.0 
資金交付額 2,058 1,575 1,681 106 6.7 
貸付契約額 4,686 4,416 4,586 170 3.8 
資金交付額 4,573 4,327 4,671 344 8.0 

財政融資資金借入金等 4,205 3,986 4,886 900 22.6 
自己資金 368 341 △ 215 △ 556 △ 163.0 
（うち福祉医療機構債券） (200) (200) (400) (200) (100.0)

対前年度(予算額）

27年度

医 療 貸 付

合　計

区　　　　分
要求額

福 祉 貸 付

25年度

予算額 予算額
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【年金担保貸付勘定】

（参考）

26年度

予算額 予算額

億円 億円

貸付契約額 1,296 1,231 
資金交付額 1,296 1,231 

財政融資資金借入金 - -
民間借入金 165 459 
自己資金 1,131 772 
（うち福祉医療機構債券） (380) (450)

年金担保貸付

区　　　　分
25年度

26年度

予算額 予算額

億円 億円

580 650 

区　　　　分
25年度

   福祉医療機構債券 （合 計）

注）年金担保貸付勘定における27年度予算については、今後、政府予算案作成に併せて作成する予定です。

（うち福祉医療機構債券） (200) (200) (400) (200) (100.0)



交付金等の概要

平成25年度～平成27年度（交付金・補給金・補助金等の概要）

増△減額 伸び率

千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

10,349,016 460,841 10,809,857 9,745,198 9,288,165 △ 457,033 △ 4.7 

運 営 費 交 付 金 2,716,678 - 2,716,678 2,822,886 2,766,870 △ 56,016 △ 2.0 

社会福祉振興助成費補助金 1,685,914 - 1,685,914 1,300,000 907,001 △ 392,999 △ 30.2 

利 子 補 給 金 5,946,424 - 5,946,424 5,622,312 5,614,294 △ 8,018 △ 0.1 

政 府 出 資 金 - 460,841 460,841 - - - -

25,501,296 - 25,501,296 25,568,479 25,584,168 15,689 0.1 

運 営 費 交 付 金 534,427 - 534,427 538,489 551,366 12,877 2.4 

対前年度（予算額）

一 般 勘 定

共 済 勘 定

区　　　　分

27年度

要求額予算額

25年度

第一次補正 計

26年度

予算額
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給 付 費 補 助 金 24,966,869 - 24,966,869 25,029,990 25,032,802 2,812 0.0 

運 営 費 交 付 金 101,859 - 101,859 108,753 105,394 △ 3,359 △ 3.1 

35,952,171 460,841 36,413,012 35,422,430 34,977,727 △ 444,703 △ 1.3 

3,352,964 - 3,352,964 3,470,128 3,423,630 △ 46,498 △ 1.3 （内、運営費交付金）

保 険 勘 定

合　　　計



当機構における損益構造と運営費交付金等について

① 一般勘定

福祉医療貸付事業は、主に社会福祉事業施設及び病院等の極めて公共性の高い事業に対する融資を行っていますが、その
実施主体である社会福祉法人等は財政基盤が脆弱であるために、政策融資として長期に低利で資金を融通しており、このた
め発生する調達金利と貸付金利とのいわゆる逆ざや等の事業実施に直接必要な経費について予算措置（損益差補助）に基づ
く利子補給金を受け入れているほか、平成24年度補正予算において措置された施設の耐震化等整備の優遇融資のための政府
出資金（46億余円）、及び平成25年度補正予算において措置された措置された施設のスプリンクラー設置等への優遇融資の
ための政府出資金（4億余円）により財務基盤を強化し、損失に備えることとしております。

また、東日本大震災により被災した施設の復旧支援として貸付条件の優遇措置を講じており、これにより発生する逆ざや
等については、平成23年度補正予算において措置された政府出資金（第1次100億円、第2次40億円及び第3次2億円）により
財務基盤を強化し、損失に備えることとしております。

そのほか、社会福祉振興助成事業にかかる助成金については、予算措置に基づき国から社会福祉振興助成費補助金を、福
祉医療経営診断指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業に要する経費及び事務的経費や人件費等の間接的な経費につい
ては、通則法第46条に基づき運営費交付金をそれぞれ受け入れております。
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ては、通則法第46条に基づき運営費交付金をそれぞれ受け入れております。

② 共済勘定

共済勘定は、当該業務に要する事務的経費を整理する業務経理とその他の経費を整理する給付経理に区分経理することと
なっており、業務経理における人件費等の経費については、通則法第46条に基づき運営費交付金を受け入れております。

また、給付経理における事業に要する経費については、社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）第
18条及び第19条に基づき国及び都道府県から給付費補助金を受け入れております。

③ 保険勘定

保険勘定は、共済勘定と同様に当該業務に要する事務的経費を整理する業務経理とその他の経費を整理する給付経理に区
分経理することとなっており、業務経理における人件費等の経費については、通則法第46条に基づき運営費交付金を受け入
れております。

また、給付経理における事業に要する経費については、都道府県等を経由して払込まれる保険料収入等により賄われてお
り、運営費交付金は受け入れておりません。



当機構における損益構造と運営費交付金等について

④ 年金担保貸付勘定

年金担保貸付勘定においては、貸付原資の借入金利息や業務委託費等の事業実施に直接必要な経費については、借入者の
負担として貸付金利にその経費相当分を上乗せすることで賄っております。事務的経費や人件費等の間接的な経費について
は、平成19年度までは通則法第46条に基づく運営費交付金により賄うこととしておりましたが、平成20年度からは、借入者
の負担として貸付金利に経費相当分を上乗せしております。

なお、貸付原資の調達については、貸付と借入のミスマッチの解消を図る観点から、平成20年度より財政融資資金からの
借入を行わないものとし、貸付実態に見合った適切な資金調達を行うこととしております。

⑤ 労災年金担保貸付勘定

労災年金担保貸付勘定においては、貸付原資が政府出資金であることから資金調達コストは発生しませんが、業務委託費
等の事業実施に直接必要な経費については、年金担保貸付勘定と同様に借入者の負担として貸付金利にその経費相当分を上
乗せすることで賄っております。

また、事務的経費や人件費等の間接的な経費についても年金担保貸付勘定と同様に平成19年度までは、通則法第46条に基
づく運営費交付金により賄うこととしておりましたが、平成20年度からは、借入者の負担として貸付金利に経費相当分を上
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づく運営費交付金により賄うこととしておりましたが、平成20年度からは、借入者の負担として貸付金利に経費相当分を上
乗せしております。

⑥ 承継債権管理回収勘定

承継債権管理回収勘定は、平成18年４月１日に年金資金運用基金の解散に伴い承継した年金住宅融資等の債権の管理・回
収業務及びこれに附帯する業務を行っております。承継した貸付金債権は、全額政府出資金として受け入れていることから、
当該業務にかかるリスクは発生しない構造になっています。

承継債権の管理及び回収の業務に要する経費及び人件費等の間接的な経費については、年金担保貸付勘定及び労災年金担
保貸付勘定と同様に平成19年度までは通則法第46条に基づく運営費交付金により賄うこととしておりましたが、平成20年度
からは承継債権（貸付金）にかかる貸付金利息収入等で賄うこととしております。

⑦ 承継教育資金貸付けあっせん勘定

承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に基づき平成20年

度から業務を休止しております。
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福祉医療機構債券（財投機関債）発行について

福祉医療機構債券（財投機関債）について

◆一般担保付（福祉医療機構法第17条第3項及び同条第4項：福祉医療機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先だっ

て自己の債権の弁済を受ける権利を有する）

◆ＢＩＳリスクウェイト１０％ ◆厚生労働大臣発行認可（福祉医療機構法第17条第1項）

平成２６年度上期の福祉医療機構債券（財投機関債）発行実績

回 号 条件決定日 発行日
年限

（年）
総額

（億円）
利率

（％）
発行価格
（円）

応募者
利回り
（％）

国債
スプレッド

（bp）
格付

第38回 2014年6月4日 2014年6月18日 3 230 0.152 100.00 0.152 4.5 AA(R&I)

第39回 2014年6月4日 2014年6月18日 10 100 0.674 100.00 0.674 6.0 AA(R&I)
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平成２６年度発行予算額 ６５０億円

【一般勘定】 １０年債 ２００億円

【年金担保貸付勘定】 ３年債 ４５０億円

•今後の発行金額・発行時期については、市場環境等を見ながら決定していくこととしております。

•起債に関する詳細な情報につきましては、適宜当機構ホームページにてお知らせします。

（ホームページアドレス； http://hp.wam.go.jp/saiken/tabid/64/Default.aspx ）

平成２６年度の発行計画について

第39回 2014年6月4日 2014年6月18日 10 100 0.674 100.00 0.674 6.0 AA(R&I)



福祉医療機構債券（財投機関債）発行について

過去の福祉医療機構債券（財投機関債）発行実績（平成25年度）

回 号 条件決定日 発行日
年限

（年）
総額

（億円）
利率

（％）
発行価格
（円）

応募者
利回り
（％）

国債
スプレッド

（bp）
格付

第34回 2013年6月5日 2013年6月18日 3 190 0.233 100.00 0.233 6.0 AA(R&I)

第35回 2013年6月5日 2013年6月18日 10 100 0.892 100.00 0.892 2.5 AA(R&I)

第36回 2013年12月6日 2013年12月18日 3 190 0.167 100.00 0.167 5.0 AA(R&I)

第37回 2013年12月6日 2013年12月18日 10 50 0.743 100.00 0.743 9.0 AA(R&I)
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過去の福祉医療機構債券（財投機関債）発行実績（平成24年度）

回 号 条件決定日 発行日
年限

（年）
総額

（億円）
利率

（％）
発行価格
（円）

応募者
利回り
（％）

国債
スプレッド

（bp）
格付

第30回 2012年6月6日 2012年6月18日 3 200 0.186 100.00 0.186 8.0 AA(R&I)

第31回 2012年6月6日 2012年6月18日 10 170 0.930 100.00 0.930 4.5 AA(R&I)

第32回 2012年12月5日 2012年12月18日 3 100 0.146 100.00 0.146 5.0 AA(R&I)

第33回 2012年12月5日 2012年12月18日 10 100 0.749 100.00 0.749 2.5 AA(R&I)
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【お問い合わせ先】

独立行政法人福祉医療機構

経理部資金課

東京都港区虎ノ門4-3-13 ﾋｭｰﾘｯｸ神谷町ﾋﾞﾙ
TEL：03（3438）0212
FAX：03（3438）0219
URL：http://hp.wam.go.jp/

E-mail：wam_shikin01@wam.go.jp


